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─────────────────────────────────────────── 

令和２年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ３ 月 会 議 会 議 録（第１日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                    令和２年３月２日 午前10時00分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
６番 久保田恒憲 

７番 音嶋 正吾 

日程第２ 審議期間の決定 15日間 決定 

日程第３ 諸般の報告 議長 報告 

日程第４ 行政報告 市長 説明 

日程第５ 議案第４号 

長崎県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び規約の変更につい

て 

総務部長 説明 

日程第６ 議案第５号 壱岐市印鑑条例の一部改正について 市民部長 説明 

日程第７ 議案第６号 
壱岐市職員の服務の宣誓に関する条例の一

部改正について 
総務部長 説明 

日程第８ 議案第７号 
壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一

部改正について 
総務部長 説明 

日程第９ 議案第８号 

壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて 

総務部長 説明 

日程第10 議案第９号 

壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

市民部長 説明 

日程第11 議案第10号 

壱岐市子ども・子育て支援法第８７条の規

定による過料に関する条例の一部改正につ

いて 

市民部長 説明 

日程第12 議案第11号 

壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

市民部長 説明 

日程第13 議案第12号 
壱岐市国民健康保険直営診療所条例の一部

改正について 
副市長兼保健環境部長 

事務取扱 説明 

日程第14 議案第13号 
第２期壱岐市子ども・子育て支援事業計画

の策定について 
市民部長 説明 

日程第15 議案第14号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画（変

更）の策定について 
企画振興部長 説明 

日程第16 議案第15号 
令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第

８号） 
財政課長 説明 



- 6 - 

日程第17 議案第16号 
令和元年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４号） 

副市長兼保健環境部長 

事務取扱 説明 

日程第18 議案第17号 
令和元年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号） 
副市長兼保健環境部長 

事務取扱 説明 

日程第19 議案第18号 
令和元年度壱岐市介護保険事業特別会計補

正予算（第３号） 
副市長兼保健環境部長 

事務取扱 説明 

日程第20 議案第19号 
令和元年度壱岐市下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 
建設部長 説明 

日程第21 議案第20号 
令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第３号） 
建設部長 説明 

日程第22 議案第21号 令和２年度壱岐市一般会計予算 財政課長 説明 

日程第23 議案第22号 
令和２年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計予算 

副市長兼保健環境部長 

事務取扱 説明 

日程第24 議案第23号 
令和２年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計予算 

副市長兼保健環境部長 

事務取扱 説明 

日程第25 議案第24号 
令和２年度壱岐市介護保険事業特別会計予

算 

副市長兼保健環境部長 

事務取扱 説明 

日程第26 議案第25号 令和２年度壱岐市下水道事業特別会計予算 建設部長 説明 

日程第27 議案第26号 
令和２年度壱岐市三島航路事業特別会計予

算 
総務部長 説明 

日程第28 議案第27号 
令和２年度壱岐市農業機械銀行特別会計予

算 
農林水産部長 説明 

日程第29 議案第28号 令和２年度壱岐市水道事業会計予算 建設部長 説明 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第１号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 山川 忠久君       ２番 山内  豊君 

３番 植村 圭司君       ４番 清水  修君 

５番 土谷 勇二君       ６番 久保田恒憲君 

７番 音嶋 正吾君       ９番 小金丸益明君 

10番 町田 正一君       11番 鵜瀬 和博君 

12番 中田 恭一君       13番 市山  繁君 

14番 牧永  護君       15番 赤木 貴尚君 

16番 豊坂 敏文君                 
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────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長    米村 和久君   事務局次長 村田  靖君 

事務局係長   折田 浩章君                

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君                     

副市長兼保健環境部長事務取扱 ………………………………………… 眞鍋 陽晃君 

教育長 ………………… 久保田良和君  総務部長 ……………… 久間 博喜君 

企画振興部長 ………… 本田 政明君  市民部長 ……………… 石尾 正彦君 

建設部長 ……………… 永田秀次郎君  農林水産部長 ………… 谷口  実君 

教育次長 ……………… 堀江 敬治君  消防本部消防長 ……… 下條 優治君 

総務課長 ……………… 中上 良二君  財政課長 ……………… 松尾 勝則君 

会計管理者 …………… 松本 俊幸君                     

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（豊坂 敏文君）  皆さん、おはようございます。会議に入る前に、新型コロナウイルスの

感染予防のために、本定例会において、議員、執行部職員及び議会事務局等のマスクの着用を許

可をいたしております。 

 あらかじめ報告をいたします。壱岐新報社ほか１名の方から、報道取材のため撮影機材等の使

用の申し出があり、許可をいたしております。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 ただいまから令和２年壱岐市議会定例会３月会議を開きます。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 ３月会議の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、６番、久保田恒憲議員、７番、
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音嶋正吾議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．審議期間の決定 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第２、審議期間の決定についてを議題とします。 

 ３月会議の審議期間につきましては、去る２月２６日、議会運営委員会が開催され、協議をさ

れておりますので、議会運営委員長に対し協議の結果の報告を求めます。小金丸議会運営委員長。 

〔議会運営委員長（小金丸益明君） 登壇〕 

○議会運営委員長（小金丸益明君）  皆さん、おはようございます。議会運営委員会の報告をいた

します。 

 令和２年壱岐市議会定例会３月会議の議事運営について協議のため、去る２月２６日に議会運

営委員会を開催いたしましたので、その結果について報告いたします。 

 審議期間の日程につきましては、タブレットに配信しておりますが、本日から３月１６日まで

の１５日間と申し合わせをいたしました。 

 本定例会３月会議に提案されます案件は、条例の一部改正８件、令和元年度補正予算関係６件、

令和２年度予算関係８件、その他３件の合計２５件となっております。 

 本日は、審議期間の決定、議長の報告、市長の行政報告の説明を受け、その後、本日送付され

た議案についての上程、説明を行います。 

 ３月３日は休会としておりますが、議案に対する質疑をされる方は、３月３日の正午までに通

告書の提出をお願いします。 

 また、予算に関する発言の通告をされる方は、３月６日の正午までに通告書の提出をお願いい

たします。 

 ３月４日は議案に対する質疑を行い、質疑終了後、所管の委員会へ審査付託を行います。 

 なお、上程議案のうち、議案第１５号令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）及び議案

第２１号令和２年度壱岐市一般会計予算の２件については、議長を除く議員全員で構成する予算

特別委員会を設置して審査すべきということを確認いたしておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 ３月５日、６日の２日間を一般質問日としております。 

 ３月９日と１０日の２日間、各常任委員会を開催し、１１日、１２日の２日間を予算特別委員

会を開催するようにいたしております。 

 ３月１３日は、議事整理日として休会し、３月１６日は本会議を開催し、各委員長の報告を受

けた後、議案等の審議、採決を行い、全日程を終了したいと思います。 

 なお、本定例会の審議期間中に追加議案２件が提出される予定であります。 
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 以上が、令和２年壱岐市議会定例会３月会議の審議期間日程案であります。 

 円滑な議事運営に御協力賜りますようお願い申し上げ、報告といたします。 

 以上であります。 

〔議会運営委員長（小金丸益明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  お諮りします。３月会議の審議期間は、議会運営委員長の報告のとおり、

本日から３月１６日までの１５日間としたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  異議なしと認めます。よって、３月会議の審議期間は、本日から３月

１６日までの１５日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 令和２年壱岐市議会定例会３月会議に提出され、受理した議案等は２５件であります。 

 次に、監査委員より、例月出納検査及び定期監査（前期）の報告書が提出されており、その写

しをタブレットに配信しておりますので、御高覧お願いします。 

 次に、系統議長会であります。 

 去る１月２０日、長崎市において開催された「長崎県離島振興市町村議会議長会正副会長会」

に出席をいたしました。会議では、２月に東京都で開催された「全国離島振興市町村議会議長会

令和元年度第２回総会」及び「長崎県離島振興市町村議会議長会定期総会」に提出する報告事項、

議案等の打合せ・協議を行ったところであります。 

 次に、１月２８日、熊本県八代市において開催された「九州市議会議長会第４回理事会」に出

席いたしました。会議では、役員の補欠選任、前回の理事会以降の事務報告、第９５回定期総会

日程（案）等の協議が行われ、また、令和２年度の役員推薦、各種会議の開催地の報告がなされ

たところであります。 

 次に、２月４日、東京都において開催された「全国離島振興市町村議会議長会令和元年度第

２回総会」に出席をいたしました。総会では、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日ま

での会務報告、令和２年度事業計画及び収支予算が原案のとおり承認、可決されたところであり

ます。 

 引き続き、離島振興に関する研修会が行われ、国土交通省海事局内航課羽村離島航路経営改善

対策官より、「離島航路に関する制度の概要」について、国土交通省国土政策局佐藤離島振興課

長より、「令和２年度離島振興対策予算案について」、それぞれ説明が行われました。 

 終了後、「長崎県離島振興市町村議会議長会第４０回定期総会」が行われ、令和元年８月
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２１日から令和２年２月３日までの会務報告、令和２年度事業計画及び歳入歳出予算がそれぞれ

承認、可決されました。 

 以上のとおり、系統議長会に関する報告を終わります。 

 次に、令和元年１２月２６日、長崎市において開催された「長崎県病院企業団議会令和元年第

２回定例会」、市山繁議員と久保田恒憲議員が出席されております。 

 次に、令和２年２月１２日、長崎市において開催された「長崎県後期高齢者医療広域連合議会

定例会」に植村圭司議員が出席をされております。 

 詳しい資料につきましては、事務局に保管いたしておりますので、必要な方は御高覧をお願い

します。 

 次に、行政視察の受入状況についてでございます。昨年４月から本年２月まで、三重県志摩市

議会ほか１５市議会等総勢９５名の議員の皆様が、「ＳＤＧｓの取組みについて」「観光行政に

ついて」「気候非常事態宣言」等の内容について、壱岐市へ行政視察に見えられておるところで

あります。議会においても、積極的に行政視察を受け入れておるところであります。 

 今定例会３月会議において、議案等の説明のため、白川市長をはじめ教育委員会教育長に説明

員として出席を要請しておりますので、御了承願います。 

 以上で、私からの報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第４、行政報告を行います。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  おはようございます。行政報告を申し上げます。 

 本日ここに、令和２年壱岐市議会定例会３月会議の開催にあたり、市政運営について所信の一

端を申し上げますとともに、令和２年度当初予算案、また、前会議以降本日までの市政の重要事

項等について、その概要を御説明申し上げ、御理解と御協力賜りたいと存じます。 

 さて、平成２０年４月１８日市長就任以来、議員各位並びに市民皆様の多大な御理解、御協力

を賜り、壱岐市の振興・発展のために市政運営に邁進してまいりました。 

 ３期目につきましては、平成２９年４月、かねてより念願でありました有人国境離島法が施行

され、航路航空路のＪＲ並み運賃が実現し、本法律に基づく雇用機会の拡充、滞在型観光の促進

等の支援制度を活用した施策を展開しており、法施行前は年間２５０人程度の人口社会減であっ

たものが、昨年は８２人に改善するなど、取り組みの成果が着実に表れてきているところであり

ます。 

 また、平成３０年６月に「ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業」の選定を受け、そ
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の理念に基づき、２０３０年の本市のあるべき姿を描き、日本の自治体初となる気候非常事態宣

言を議決いただきました。 

 さらに、自治基本条例に基づいたそれぞれの地域の課題解決を図るまちづくり協議会に係る取

り組みをはじめ、壱岐市の将来を見据えた市政運営に全力で取り組んでまいる所存でありますの

で、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは、本日までの市政の重要事項等について御報告申し上げます。 

 まず、新型コロナウイルス対策についてでございますが、昨年１２月に中国での発生が報告さ

れた新型コロナウイルスは、中国国内を中心に感染が広がり、日本国内での感染者も日々増加し

ております。 

 このような状況において、感染予防が最も重要であることから、本市では、手洗い、マスク着

用、不要不急の外出を控えるといった対策をとっていただくよう、市民皆様に対し、告知放送や

ホームページ等でお知らせをしております。 

 さらに、市役所各庁舎の窓口、空港、各港のターミナル及び観光案内所に感染予防対策のポス

ターを掲示し、手指の消毒液を配備するなど、周知及び対策を図っており、外国人観光客等へは、

多言語によるお知らせも行っております。 

 また、関係機関や市役所内部での情報共有を図るため、医療福祉関係者等が参集した壱岐保健

所での対策会議への出席、課長等会、職員への周知等を行っているところであります。 

 このような中、２月２０日、福岡市においても感染者が報告されたことから、翌２月２１日、

課長等を招集し、緊急に対策会議を開催し、情報共有並びに今後の対応について協議を行ったと

ころであります。 

 さらに、２月２５日には、私を本部長とし、市幹部職員及び壱岐保健所職員を構成員とする

「壱岐市感染症危機管理対策本部」を設置し、第１回会議において、感染予防対策の市民皆様へ

の周知を徹底すること、当面の間として３月末まで市が主催あるいは関連する行事・イベントに

ついては、原則開催を自粛することを決定いたしました。 

 また、２月２７日の国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、内閣総理大臣より、多

くの子どもたちや教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクにあらかじめ備える観点

から、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における全国一斉の臨時休業を要請する方針

が示されました。これを受け、文部科学事務次官及び長崎県教育庁義務教育課長から、一斉臨時

休業措置への通知が出されました。 

 この通知を受け、本市では、市内小中学校での３月２日──本日でございます──及びあす

３日は通常どおりの登校、３月４日から３月６日までは一斉臨時休業、３月９日以降につきまし

ては、３月６日に市教委で態度決定をし、各小中学校に通知するようにいたしました。 
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 今後も情報収集に努め、迅速かつ柔軟な対応により感染予防対策を実施してまいります。 

 次に、市民皆様が主体となった協働のまちづくり実現に向けて、小学校区を単位としたまちづ

くり協議会の設立を推進しております。これまで、市民皆様の御理解、御協力をいただき、三島、

瀬戸、箱崎地域において協議会が設立されました。 

 そのほかにも９地域において、協議会設立に向けた準備が進んでおり、全１８校区中１２地域

での協議会設立が見えてきております。 

 ＳＤＧｓの推進につきましては、２０３０年の本市のあるべき姿の実現に向けて、さまざまな

事業を展開しているところであります。 

 ＳＤＧｓの先導的な取り組みとして、内閣府から選定された「自治体ＳＤＧｓモデル事業」で

は、スマート農業について、本市の主要農作物でもありますアスパラガスの生産工程にＡＩやＩ

ｏＴなどの先端技術を活用してスマート化を図り、労働時間の短縮や収量の増加を目指すことで、

後継者不足の解消につなげるとともに、持続可能な産業へ発展させることを目的に取り組んでお

ります。 

 また、高齢者が島内を自由に移動できる交通基盤として、自動運転技術の活用を視野に入れ、

生活の中にあらゆる先端技術が浸透することで、市民皆様のさらなる「生活の質」の向上を図り、

「誰もが住みやすく、イキイキ暮らせる島」の実現を目指してまいります。 

 さらに、「外部から多様な知恵を取り込み、進化と変化を恐れない柔軟で強靱な地域づくり」

を具現化する事業といたしまして、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス研究所及び株式会社リク

ルートと連携協定を締結し、新年度からテレワークセンター内に「壱岐なみらい研究所」を設置

いたします。 

 この研究所では、地域おこし企業人及び市職員等が一緒になって本市の地域課題を学び合い、

慶應義塾大学ＳＦＣ研究所の高度かつ専門的な指導と、株式会社リクルートの人材開発や組織活

性のノウハウ、さまざまな企業とのネットワーク等を活用し、未来の本市の発展に必要な人材を

効果的に育成してまいります。 

 次に、ふるさと納税につきましては、制度開始以来、毎年度増加を続けており、令和元年度は

２月末時点で、申し込みベースで１万３,１３０件、約３億７,５９６万円となっており、対前年

比で８,５７５万円の増となっております。 

 主な要因といたしましては、昨年６月の制度改正により、度を過ぎた返礼合戦が抑止されたこ

とで、返礼品そのものの魅力に対する寄附へとシフトチェンジしたものと考えております。 

 また、昨年４月から多様な決済手段を確保できる「マルチペイメント」決済を導入したことで、

寄附者皆様の利便性が図られたことも要因の一つと考えております。 

 次に、壱岐市ケーブルテレビ施設の指定管理者の引き継ぎにつきましては、４月１日にスムー
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ズな移行ができるよう、新・旧指定管理者及び壱岐市の三者で協議を進めております。 

 また、御契約者皆様にお願いしております同意はがきの提出状況は、２月２８日現在、

９,７１４件中９,４８４件、９７.６％の方から御回答をいただいており、残り２３０件の方に

ついても、引き続き提出を促す連絡の作業を続けております。 

 なお、４月から指定管理者となる光ネットワーク株式会社の営業窓口、電話番号等は、３月中

旬ごろ、回覧等でお知らせする予定であります。 

 本年度の壱岐市長特別表彰について、第２４回高野山旗全国学童軟式野球大会の盈科少年軟式

野球クラブ、日清食品カップ第３５回全国小学生陸上競技交流大会の福原悠吾さん、長岡美桜さ

ん、第４６回全日本中学校陸上競技選手権大会の竹下紘夢さん、第５０回ジュニアオリンピック

陸上競技大会の田中咲蘭さん、第７回全国高等学校陸上競技選抜大会の松下翔紀さん、第３２回

全国健康福祉祭和歌山大会の松山サチ子さん、篠原美智子さんを表彰いたしました。受賞された

皆様に心からお慶びを申し上げますとともに、今後のさらなる御活躍を期待いたします。 

 次に、産業振興でありますが、まず、農業振興について、本市の農業は、水稲、肉用牛、葉た

ばこ、施設園芸を基幹作目として、これらを組み合わせた複合経営となっており、担い手への利

用集積を進め、集落営農も徐々に盛んになってきております。これまで取り組んできた各種施策

を継続するとともに、さらなる農業生産基盤の整備を促し、農業者が効率的かつ安定的な農業経

営ができる環境づくりを進め、農協等関係機関と連携しながら、農業生産額の向上に努めてまい

ります。 

 このたび、令和元年度農山漁村女性活躍表彰において、勝本地区納豆生産組合が、優秀賞とし

て農林水産省経営局長賞を受賞されました。 

 また、第６２回全国家の光大会において、田河地区女性部の久原美津子様が家の光協会会長賞

を受賞されました。これは、長年、女性組合員皆様及び地域の女性部皆様が中心となり御尽力さ

れた成果であり、心から敬意を表するものであります。 

 本市のこれからの地域農業を担っていく世代が効率的な農地利用を行うため、今後、地域の中

心となる経営体への農地の集約化に関する将来方針である「人・農地プラン」を策定し、その地

域農業の担い手となる新規就農者や認定農業者、集落営農組織、異業種参入等多様な担い手確保

対策を推進してまいります。 

 認定農業者につきましては、現在２８９経営体を認定しており、法人経営体が４３経営体、集

落営農法人が２９組織と本市農業の柱となっております。これらの担い手皆様を中心として、農

地の利用集積や農業経営の規模拡大など、今後も引き続き経営安定に向けた育成・支援を行って

まいります。 

 次に、複合部門の重要な作物である野菜、花卉、果樹等は、高生産性・高収益を望める作物で
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あり、今後も、補助事業等を活用して施設整備の支援を講じてまいります。 

 特に、アスパラガスにつきましては、令和元年度の栽培面積は、前年比０.５ヘクタール減少

の１３.４ヘクタールでありましたが、平均反収は１６％増の２,８９５キロと１３年連続県下ト

ップの成績を維持しており、今後も、面積の拡大及び反収３,０００キロを目標とし、揺るぎな

い産地形成を図ってまいります。 

 本市の肉用牛振興につきましては、壱岐市肉用牛改良対策会議の改良方針に基づき、優良系統

牛の維持に対する支援を継続してまいります。 

 肥育経営においても、壱岐生まれ壱岐育ちの「壱岐牛」として地域商標登録されていること、

また、さらなる肉質の改善もなされていることが市場でも高い評価を得ており、今後も、確固た

るブランド化の確立を目指し、関係団体と連携を図り、さらなる情報発信・ＰＲに努めてまいり

ます。 

 一方、近年の肥育素牛の高騰が肥育農家の経営を圧迫しており、壱岐牛の維持・確保にとって

厳しい状況下にあることから、令和２年度も引き続き、肥育素牛導入に対して緊急的に支援を行

うことといたしております。 

 令和元年１２月末現在における繁殖雌牛の飼養頭数は、昨年度末に比べ飼養農家が９戸減少し

たこともありまして、８２頭減って５,９６５頭と６,０００頭を若干下回る状況となっておりま

すが、壱岐市農協が継続的に取り組まれている「チャレンジ７０００事業」を始め、関係機関の

各種増頭対策等をあわせ、今後も引き続き、生産基盤の強化、増頭対策に取り組んでまいります。 

 これまで、全国和牛能力共進会での好成績が、壱岐牛の子牛及び枝肉の市場価格に大きく反映

されており、次の全国和牛能力共進会を令和４年度に控え、令和２年度にあっては長崎県和牛能

力共進会が開催されます。壱岐牛のさらなる活躍に大きな期待を寄せるとともに、同大会への機

運を高める取り組みを進めてまいります。 

 次に、農業・農村整備事業についてでございます。 

 現在、壱岐島内の圃場整備率は６７％でありますが、整備済みの圃場の中には昭和初期から中

期に小区画で整備されたものもあり、経年による農業用施設の老朽化が著しい地区が点在してお

ります。 

 これら小区画の農地を再整備するため、令和元年度から農地中間管理機構へ農地の集積を行い、

受益者の負担を伴わない、新たな基盤整備事業を行うこととしております。県内第１号として郷

ノ浦町木田地区において整備面積２３.３ヘクタールで実施し、現在の大型農業機械を活用した

高収益作物の展開と担い手の育成を並行して行ってまいります。 

 また、昭和４７年から６３年にかけて、畑地帯総合整備事業により郷ノ浦町の当田ダム及び芦

辺町の梅ノ木ダムの整備を行い、水稲及びアスパラガス、イチゴといった営農体系を展開してお
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りますが、供用開始後３０年が経過し、揚水機場の施設の老朽化とパイプラインの漏水事故が頻

発しており、維持管理コストの増加に歯どめがきかない状況にあります。 

 このようなことから、県営事業によるダム関連の改修にあわせて、農水管の改修を行い、かん

がい施設の長寿命化対策に取り組んでまいります。 

 平成２９年に発生した５２６地区の農地・農業用施設等災害復旧工事については、昨年度まで

に２４２地区が復旧完了し、今年度に繰り越した国庫補助金交付決定箇所２８４地区中２８０地

区が発注済みで、４地区が廃工となっております。２月末時点でおよそ９割の地区が完了し、残

る地区の３月末までの完成に向けて鋭意復旧を進めております。 

 このため、平成３０年発生分の６４地区については、災害復旧計画におくれが生じたため、繰

り越すことにしております。 

 また、令和元年災の災害復旧工事についても、令和２年度以降の発注となりますが、いずれも

早期の発注に努めてまいります。関係農家の皆様には、作付け計画等に影響が生じ、大変御迷惑

をおかけいたしますが、御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。 

 本市の水産業を取り巻く環境は、漁獲の減少、魚価の低迷、生産コストの高どまり、漁業者の

高齢化並びに後継者不足など、依然として厳しい状況が続いております。 

 平成３１年４月から令和２年１月までの市全体の漁獲量及び漁獲高を前年と比較いたしますと、

漁獲量は３０.４％減の１,４２９トン、漁獲高は３０.７％減の１４億１,９００万円となってお

り、資源の減少や漁場環境の悪化等による全国的なスルメイカの不漁やクロマグロの資源回復の

ための漁獲抑制、台風等の天候不良、さらには燃油価格の上昇、磯焼けによる藻場の消失など漁

家及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。 

 このような中、漁業用燃油については、市内漁協の漁業用燃油単価が高騰していることから、

漁家経営の安定と水産物の安定供給を維持及び確保するため、高騰に伴う市独自の支援策として、

引き続き、漁業用燃油１リットル当たり１０円を補助することとし、所要の予算を計上いたして

おります。 

 また、藻場の回復を目的として、本年度から磯根資源回復促進事業により磯焼けの原因の一つ

であるイスズミの駆除を実施しており、昨年４月から本年２月にかけて約５,１００尾のイスズ

ミが捕獲されております。 

 今後、さらなる藻場の早期回復を図るため、藻場造成に係る仕切り網及び海藻類の増養殖の網

等によるイスズミ食害対策に対して支援を行うことといたしております。あわせて、磯焼け対策

に対する漁業関係者の意識向上を図るため、専門家を招聘することとしており、所要の予算を計

上しております。 

 また、昨年１１月に海の資源回復担当として地域おこし協力隊を委嘱したところであり、種苗
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生産や水産資源改善、藻場回復等の本市の水産資源の早期回復に向けた活動にも期待をいたして

いるところであります。 

 水産業の振興を図るため、国・県の事業としては、魚介類の海上輸送費を助成する「離島輸送

コスト支援事業」、漁場の生産力向上に関する取り組みや漁業の再生に関する実践的な取り組み

を行う集落を支援する「離島漁業再生支援交付金」、漁業集落が行う漁業・海業の雇用を創出す

る取り組みや雇用の創出を円滑に行うための環境整備を実施する「特定有人国境離島漁村支援交

付金」、環境・生態系の維持など漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域

の活動を支援する「水産多面的機能発揮対策支援事業」、新規就業時の経費負担を軽減し、若年

層の着業を促進する「漁業就業者確保育成総合対策事業」に取り組んでおります。 

 また、市単独事業では、意欲ある担い手の育成支援事業として、認定漁業者制度及び漁業後継

者対策事業の実施、漁業近代化資金等制度資金の利子補給、漁獲共済・漁船保険への掛金への助

成、そして漁船漁業の機器設備の充実を図るため漁船近代化機器導入への助成、さらに密漁によ

る被害を防止するための監視活動に対する助成など、これらの振興施策を引き続き実施してまい

ります。 

 栽培漁業につきましては、「壱岐栽培センター」を活用し、アワビ３０万個、アカウニ２８万

個、カサゴ１８万尾の種苗の生産・放流を計画しております。現在、壱岐地域栽培漁業推進協議

会において、本市周辺海域における磯焼けの状況を考慮するとともに、市内各漁協、関係機関等

から御意見をお聞きし、本市周辺海域の実情に即した種苗生産・放流計画の見直しを図っており

ます。 

 漁業者皆様の所得の安定・向上を図るため、限られた資源を持続的に利用し、効果的な種苗の

生産・放流を行うことにより、水産資源の維持・回復に取り組んでまいります。 

 漁港整備につきましては、漁港機能の充実と利便性の向上を図るため、補助事業を活用し、渡

良漁港小崎地区の用地舗装、八幡浦漁港物揚場に簡易浮桟橋の設置、護岸・防波堤に防風柵の設

置を計画いたしております。 

 また、今後、漁港施設の老朽化による改修が必要となることから、各施設の調査検討を行い、

機能保全計画の策定を進めてきたところであり、新年度、渡良漁港麦谷地区防波堤、小崎地区臨

港道路、箱崎前浦漁港諸津地区物揚場、臨港道路、八幡浦漁港臨港道路の機能保全対策工事を予

定いたしております。 

 あわせて、今後、海岸保全施設の老朽化による改修が必要となることから、長寿命化計画の策

定を進めており、新年度、大久保・母ケ浦・湯ノ本・箱崎前浦・八幡浦・山崎の各漁港海岸の調

査を実施いたします。 

 港湾整備につきましては、郷ノ浦港へのジェットフォイル用浮桟橋の早期整備について、令和
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３年度新規事業採択に向けた取り組みを進めておりますが、それと並行して駐車場不足解消を図

るため、郷ノ浦港立体駐車場建設を計画しており、効率的・効果的な整備を図るため、郷ノ浦港

整備促進協議会を立ち上げることといたしております。 

 次に、令和元年の本市への観光客数を推測する上で重要な指標となる国境離島島民割引利用者

を除いた九州郵船とＯＲＣの乗降客数は４７万７,７５０人、対前年比１０２.１％となっており

ます。昨年は、７月から９月の観光最盛期の週末に台風が多く発生するなど、天候には恵まれま

せんでしたが、史上最長の超大型連休となったゴールデンウイークの影響もあり、上半期の乗降

客数が伸びており、情報発信や旅行社等への営業、滞在型観光の取り組みをはじめとするこれま

での観光振興施策の成果があらわれているものと捉えております。 

 一支国博物館については、本年度の入館者数が１月末現在で９万９９０人、対前年比１０９％

となっており、平成２５年度以来６年ぶりの年間入館者数１０万人到達が目前となっております。 

 ３月１４日には、開館１０周年記念セレモニーを開催するようにしておりましたが、指定管理

者と協議を重ねた結果、新型コロナウイルスの影響を鑑み、式典は中止することといたしました。 

 壱岐イルカパーク＆リゾートは、体験プログラムやカフェメニューの充実など施設の魅力向上

に努めており、昨年４月２５日のリニューアルオープンから１月末まで３万２,６２８人、うち

島外から２万５８７人の御来園をいただいており、目標としていた本年度の入館者数２万

９,３２０人を既に上回っております。 

 一方、残念な出来事といたしまして、２月２４日にイルカの死亡事故が１件発生しております。

１月下旬の血液検査で肝機能数値に異常が見られ、投薬による治療を受けておりましたが、２月

中旬から食欲不振等、体調不良による行動が顕著になり、家畜診療所獣医師及び島外の水族館の

獣医師と協議を重ねながら、献身的な治療・看護を行いましたが、回復には至りませんでした。 

 病理解剖の結果、現時点での死亡の原因は、肝機能障害と推察されており、現在、細胞を採取

し、精密検査を依頼しております。イルカの健康長寿が可能となるよう最善の健康管理体制が必

要と考えており、国内・海外の施設との連携を強化するなど、指定管理者との協議を重ねてまい

ります。 

 教育旅行の誘致につきましては、昨年、３７校、４,６１０人の児童生徒及び関係者皆様に御

来島いただきました。一昨年に比べ５校、７３８人の増となっております。 

 スポーツ合宿の誘致につきましては、昨年５月に本市で強化合宿を実施していただいた、バス

ケットボール女子日本リーグで活躍の「三菱電機コアラーズ」の皆様が、本年も春季キャンプの

ため本市へお越しいただくことが決定いたしております。 

 次に、ラッピングトラックによる情報発信事業について、離島活性化交付金の補助採択を受け、

本市の名所や食材など鮮やかなラッピングを施した４台の輸送トラックが、昨年末から運行を開
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始しております。 

 本事業は、市議会からの御提案を受け、長崎県トラック協会壱岐支部、そして運送事業者皆様

の御理解と御協力をいただき実現に至っております。令和元年度から令和３年度まで各年度４台、

計１２台にラッピングを施すよう計画しており、島内外での本市の知名度向上につながるものと

期待をいたしております。 

 本年４月から開設する壱岐市東京事務所につきましては、首都圏における本市の認知度向上を

図り、本市への誘客と物産販路開拓につなげるよう取り組みを進めてまいります。 

 具体的には、旅行社への営業活動と百貨店やレストラン等での物産イベントの開催を大きな柱

とし、目標を定めて活動を展開してまいります。 

 東京事務所の事業を推進する上では、東京壱岐雪州会をはじめ壱岐にゆかりのある方々の御協

力をいただくことが必須であり、長崎県東京事務所、県内他市の東京事務所、福岡市東京事務所、

日本橋長崎館等の関係機関との連携をしっかりと図りながら、本市の認知度向上に取り組んでま

いります。 

 次に、商工業の振興につきましては、国内景気の拡大基調が維持されるとみられているものの、

離島部においての地域経済は依然として厳しい状況にあります。また、近年は、自然災害の頻発、

経営者の高齢化等、多くの中小企業は事業活動の継続が危ぶまれる状況にあります。 

 そのような中、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改

正する法律、いわゆる中小企業強靱化法が昨年７月に施行されました。これにより、事業者は事

業継続力強化計画を策定することにより、各種の支援措置を受けることができ、また、個人版事

業承継税制も創設されております。本制度を有効活用すべく、商工会と連携を図り、各種施策を

推進してまいります。 

 次に、株式会社博多大丸では、開業６５周年記念事業の一環として、平成２８年６月から「九

州探検隊プロジェクト」を展開されております。このプロジェクトは、博多大丸の職員で構成す

る九州探検隊が九州・沖縄全１１９市を訪問し、各地の魅力ある「モノ」や「コト」を発掘し、

情報発信することにより、九州全体の活性化を図ろうとするものです。 

 本市も１月２４日に県下４番目として、九州探検隊を情報発信アンバサダーとして認定いたし

ました。今後、相互協力しながら、情報発信等に努めてまいります。 

 次に、企業誘致についてでございますが、このたび、長崎県産業振興財団と連携して誘致を進

めていた東京に本社を置く２社の壱岐進出が決定いたしました。有限会社アトリエフォルマーレ

は、東京都墨田区に事務所を構え、プライベートブランドや他社ブランドのバッグの製作・デザ

インを手がけている会社で、今回、本市に自社工場を立ち上げ、１月２２日から操業を開始して

おります。現在は４名体制ですが、今後、拡充されると伺っております。 
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 次に、株式会社テクノスターは、東京都港区赤坂に事務所を構え、勝本町出身の方が経営され

ております。さまざまな製品のコンピューター解析を専門に実施されている会社で、今回、ふる

さと壱岐市にソフトウエア開発のテストセンターを立ち上げていただけることになり、１月

２０日に２名を新規雇用いただいたところであります。東京での新任研修後、２月２２日からテ

レワークセンターにて、事業開始をいたしております。 

 ２社の進出により、職業選択の幅が広がり、地域活性化につながるものと期待をいたしており

ます。 

 次に、壱岐しごとサポートセンター（イキビズ）については、１月２０日に森センター長から、

３月末日をもって退職したい旨の申し出があり受理いたしました。今回の件は、唐突の出来事で

あり、イキビズの運営母体である一般社団法人壱岐市産業支援機構の役員とも今後のことを含め

協議を重ねてまいりました。 

 平成２９年８月の開設以来、起業や事業拡大支援をはじめ、さまざまな経営課題等の対応に取

り組んできたところであり、本事業については、事業者にできるだけ金銭的負担をかけずに、ア

イデア勝負で事業者の発展を図るというビズモデルとして、一定の成果があったものと考えてお

ります。 

 当初、３年を目途に事業の実施を考えておりましたことから、ビズ事業については、令和２年

８月末をもって事業を終了することといたしました。 

 今後、センター長については、企画振興部長の兼務を予定しており、事務所常駐の職員は２名

体制で、引き続き相談業務を行うことといたしております。 

 次に、福祉・健康づくりについてでございますが、地域福祉の推進については、「みんなで支

え合い、尊重し合い、安心して、いきいきと暮らせるまちづくり」を基本理念として掲げている

「第２次壱岐市地域福祉計画」及び「障がいのある人が自立し、安心して生活できるまちづく

り」を基本理念とする「第２次壱岐市障がい者計画」に沿って、市民皆様の「参画」と「協働」

による地域福祉力の向上並びに障がいのある人が自立し、安心して生活できるまちづくりに努め

ております。 

 また、新年度において、令和３年度から３カ年を計画期間とする「第６期壱岐市障がい福祉計

画・第２期障がい児福祉計画」を策定することといたしております。これは、障害者総合支援法

に基づき、現計画の進捗状況等の点検・評価、十分なニーズ把握等を行い、障害福祉サービス等

の見込み量及び提供体制の確保を示し、障がいのある人も地域で安心して暮らしていくことがで

きる共生社会の実現に向けて策定するもので、今回、策定に係る所要の予算を計上いたしており

ます。 

 次に、子育て支援については、平成２７年４月に施行された子ども・子育て支援法に基づき策
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定した「壱岐市子ども・子育て支援事業計画」が、本年３月をもって５年間の計画期間が満了と

なることから、壱岐市子ども・子育て会議での御検討をいただいた上で、令和２年度から令和

６年度までの５年間を計画期間とする「第２期壱岐市子ども・子育て支援事業計画」を策定する

こととしており、今回、議案を提出しております。 

 本計画では、次世代育成支援対策推進法に規定された「次世代育成支援行動計画」の内容を引

き継ぐとともに、「第３次壱岐市総合計画」の基本目標の一つ、「子育て・教育」の目指す姿と

して定めた「結婚・出産・子育て・教育の希望がかなう」を基に、「ゆとりとやさしさで育む、

輝く未来ある島 壱岐～出産・子育て・教育の希望がかなう 協働の子育て環境づくり～」を将

来像として掲げ、ＳＤＧｓの１７のゴールのうち「質の高い教育をみんなに」のほか７つのゴー

ルを目指すことといたしております。 

 健康づくりの推進につきましては、市民皆様が「健やかで心豊かな生活」を送ることができる

社会の実現を目指すため、第２次壱岐市保健事業計画に基づき、各種健診、相談、健康教室の充

実を図っております。 

 市民皆様の健康を確認できる場として特定健診及びがん検診においては、壱岐医師会の御支援、

御協力のもと、令和元年度から実施期間を３カ月間延長し、６月から２月まで実施しております。 

 行政と両輪で御活躍いただいている食生活改善推進員の皆様には、「私たちの健康は私たちの

手で」というスローガンのもと、総勢１６６人の組織力と結束力で、減塩など食生活改善に加え、

郷土料理の伝承や各種健診の受診勧奨など、健康づくり全般にわたる啓発をあらゆる場面で展開

していただいております。 

 平成３１年３月に策定した「壱岐市いのち支える自殺対策計画」の推進につきましては、「誰

も自殺に追い込まれることのない壱岐市の実現」を目指し、地域の皆様、各関係団体の皆様の御

理解と御協力のもと取り組みを進めております。 

 今後も、市民皆様と行政が一体となった市民協働での健康づくり活動を進めてまいります。 

 介護保険につきましては、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住

まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組

みを進めております。 

 新規事業として計画に盛り込まれている認知症対応型グループホーム、２ユニット・定員

１８名の施設整備については、本年３月末の完成、６月から事業開始の予定となっております。 

 次に、去る１月３１日、介護保険料（第８期）の普通徴収者で口座振替依頼をされている方

１４９名分、金額１１０万４,３００円を二重に振替する事態が発生いたしました。原因は、第

８期、１月の口座振替データ・ファイルを作成した折、一部に修正が生じたため、再度口座振替

データ・ファイルを作成した際、１度目に作成した口座振替データの取消処理をしないまま、
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２度目の口座振替データ・ファイルを作成したため、今回、二重振替が発生したものであります。 

 二重振替対象者皆様に対し、当日１月３１日に直ちに電話や訪問を実施し、２月３日までに対

象者となられた全ての方へ内容を説明し、おわびを申し上げたところであります。また、並行し

て、二重振替となった金額を、可能な限り早期に返金できるよう金融機関に依頼し、２月４日に

全ての送金が完了いたしました。 

 今回、二重振替の対象となられた皆様に大変御迷惑をおかけし、深くおわび申し上げますとと

もに、今後このようなことが絶対に起こらぬよう、チェック体制を強化し、信頼の回復に努めて

まいります。 

 次に、後期高齢者医療につきまして、これまで、高齢者保健事業は広域連合が主体となって実

施し、介護予防の取り組みは市町村が主体となって実施しているため、健康状況や生活機能の課

題に一体的に対応できないとの課題があることから、高齢者の保健事業と介護予防を市町村が一

体的に実施することとされました。このため、令和２年度から医師会をはじめ関係団体の御協力

を賜りながら、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に取り組むことといたしております。 

 また、後期高齢者医療保険料につきましては、２年ごとに見直しを行うこととなっており、令

和２年度は改定の年となっております。今回の改定では、被保険者数は減少するものの、１人当

たりの医療費が増加したことによる医療給付費の増及び高齢者負担率の変更に伴う支払い基金か

らの交付金等の減により、所得割率が１００分の８.６７から１００分の８.９８に０.３１ポイ

ント増、均等割が４万５,８００円から４万７,２００円に１,４００円増となっており、賦課限

度額も６２万円から６４万円に引き上げの予定となっております。被保険者の皆様には御負担を

おかけすることとなりますが、御理解いただきますようお願いいたします。 

 次に、安全安心で環境にやさしいまちづくりでございます。 

 初めに、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた実証事業について、昨年９月に市議会の議決

をいただき、国内の自治体として初となる気候非常事態宣言を行ったことで、持続可能な脱炭素

社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの導入拡大への思いをさらに強くしたところでありま

す。 

 令和元年度は、国の補助事業を活用し、水素を活用した再生可能エネルギーを安定的に利用す

るためのエネルギー実証システム導入に関する調査・設計事業に取り組んでまいりました。新年

度は、この調査・設計事業に基づいて実証システムを導入し、実証研究事業に着手することとい

たしております。 

 この実証研究では、太陽光発電にて余剰となる電力を利用して、水を電気分解することで水素

を製造して蓄えておき、夜間等には蓄えていた水素を用いて、水素混焼エンジンで発電し、実証

研究の対象となる施設の電力を太陽光発電と水素発電で賄います。この実証研究によって、再生
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可能エネルギーと水素の組み合わせによるエネルギーシステムの効率や経済性を高めるための方

法等を明らかにしてまいります。 

 また、この実証研究において、水素だけではなく、水素製造のときに発生する酸素や、水素発

電時に発生する熱も利用することでエネルギーの利用効率を高めるとともに、本市の地域産業の

振興にもつながる事業とすることを目的といたしております。 

 さらには、実証システムの導入調査・設計事業に御協力をいただいている杉山正和教授が所属

する東京大学先端科学技術研究センターとも本市の持続可能な地域づくりに関する連携協定を締

結し、今後の実証研究事業を含め、水素と再生可能エネルギーの実用的なシステムの社会実装に

至るまで同センターの支援、協力をいただきながら取り組んでまいります。 

 ＳＤＧｓ未来都市として、本市の豊かな自然環境を次の世代、その次の世代へと受け継ぎ、持

続可能で安全・安心に暮らせる社会をつくっていくためには、クリーンなエネルギーを自給自足

できる島づくりが大変重要になると考えております。この実証研究はその第一歩となる事業とし

て捉えており、国等の支援制度も活用し、市民皆様の御理解と御協力を賜りながら着実に進めて

まいります。 

 次に、防災対策でございますが、近年、地球温暖化が原因とされる猛烈な豪雨や暴風による自

然災害が全国各地で頻発しております。また、今季の暖冬についても異常気象のあらわれである

と認識しておりますが、それを裏づけるような気象庁の統計数値が出されております。引用いた

しますと、日本の平均気温の基準値からのずれを偏差といい、ことし１月の偏差はプラス

２.２７℃で、１８９８年の統計開始以来、最も高い値であったというものであります。 

 本市においても、いつ異常気象による自然災害に見舞われるか予測がつかない状況であり、防

災に対する意識をさらに強く持ち、日ごろから自助・共助・公助における役割をおのおのが認識

し、備えを怠らないことが重要となってまいります。 

 また、結成を促進している共助のかなめである自主防災組織は、１９２組織、９４.５％の組

織率となっており、今後、まちづくり協議会と相まった防災活動を実施することにより、災害に

強いまちづくりをさらに推進してまいります。 

 また、本年１月から２月末日までの火災・救急発生件数は、火災３件、救急３５６件となって

おり、前年同期と比較いたしますと、火災は３件の減、救急は５３件の増となっております。空

気が乾燥し、火災の発生しやすい時期であり、市民皆様には枯れ草焼き等、火の取扱いには十分

御注意願います。 

 また、例年、この時期はインフルエンザの発生しやすい季節ですが、ことしは１月中旬に中国

で感染拡大した新型コロナウイルス感染症による猛威も、いまだ終息に至っておりません。手洗

い、うがい等感染対策及び健康管理に十分注意されますようあわせてお願いいたします。 
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 近年の災害は複雑多様化し、現場活動における潜在危険もますます増大いたしております。今

後も、壱岐市消防団とともに、関係機関と連携を強化し、市民皆様の安全安心のために万全の態

勢で努力をいたしてまいります。 

 次に、道路・河川等の整備についてでございますが、市道整備につきましては、新年度当初予

算において補助事業の道路改良２路線、交通安全施設整備４路線、道路防災安全工事１路線と、

起債事業９路線、単独事業１２路線の整備費を計上し、急傾斜地崩壊対策事業について１地区の

整備を予定いたしております。 

 また、昨年発生した公共土木施設災害１２カ所については、繰越継続として順次復旧を進めて

おります。市民皆様には大変御不便をおかけいたしますが、今後も引き続き早期復旧に向けて全

力で取り組んでまいりますので、御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。 

 公営住宅につきましては、壱岐市公営住宅等長寿命化計画に基づいて整備いたしております。

社会資本整備総合交付金事業を活用し、新大久保団地新築工事と古城団地の改修工事を行います。

また、起債事業として、大久保団地の屋根及び外壁改修工事、下水道接続等改修工事、安泊地区

の外壁及び屋上防水等改修工事、下水道接続等改修工事を予定いたしております。 

 次に、水道事業につきましては、アセットマネジメントを基本とした中長期的な観点から施設

管理を行うことで、公営企業として将来にわたって持続可能な安定経営を目指してまいります。 

 また、施設更新計画を策定した上で、老朽管や水道施設の更新を実施することにより、有収率

の向上や施設の高寿命化を図ってまいります。 

 公共下水道事業につきましては、引き続き、大谷・古城地区及び志原地区の路面本復旧工事を

行い、事業の促進を図ってまいります。 

 漁業集落排水施設整備事業は、芦辺地区においても整備が完了しておりますので、さらなる加

入推進に取り組んでまいります。 

 合併処理浄化槽設置整備事業につきましては、新年度も、国、県の補助制度を活用し、

１０５基の設置を予定いたしております。 

 次に、現在地での建替えを計画し、周辺地域皆様の御理解と御協力を賜り、昨年４月に着工し

た壱岐葬斎場改築工事につきましては、本年３月末までに火葬炉設備の試運転、調整を完了し、

４月１日から新しい施設での業務運営ができるよう進めております。また、新年度からは、管理

運営体制の見直しを図り、さらなる御遺族に寄り添った厳粛な対応と新しいサービス水準の向上

を目指してまいります。 

 なお、旧葬斎場施設の解体及び駐車場整備、植栽等の周辺環境整備、進入道路の改良工事につ

きましては、引き続き実施いたしますので、駐車スペースが狭隘となり、整備完了までの間、市

民皆様には御不便をおかけいたしますが、乗り合わせ等、御理解と御協力を賜りますようお願い
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いたします。 

 次に、いきっこ留学制度についてでございます。 

 第３次壱岐市総合計画に掲げる離島留学制度「いきっこ留学」は、平成３０年９月にスタート

し、３年目となります。本年４月からの「いきっこ留学生」は、募集期間終了後も全国各地及び

外国からも問い合わせ、学校見学等に来島され、その都度、受け入れへの対応を行っており、現

在、里親留学４名、孫戻し留学１名、親子留学２名の計７名が新たな留学生として入市いたしま

す。現在留学中の児童生徒のうち、継続される１０名を加えると１７名となります。 

 里親につきましては、新たに１名を委嘱し、計４名での受入体制となっており、今後も里親登

録について、市民皆様の御協力をお願いいたします。 

 また、本年２月１日から離島留学生コーディネーターとして大森久子氏を委嘱いたしました。

留学生、里親、保護者等が安心して留学生活ができるよう、離島留学制度の充実を図るため、留

学生のケア、里親及び保護者との情報交換、島内外の小中学校訪問並びに体験入学等の企画、運

営、島外への情報発信など交流人口の拡大に取り組み、３年後には起業、定住されることを期待

いたしております。 

 次に、聖火リレーについてでございますが、東京２０２０オリンピック聖火リレーが、本年

３月２６日に福島県楢葉町をスタートし、全国４７都道府県を回るルートで実施されます。長崎

県は２０番目のスタートとなり、本年５月８日、９日の２日間の予定であり、壱岐市においては

５月８日、金曜日に実施されることが、オリンピック組織委員会から発表されました。聖火リ

レーの実施時刻、ランナー等詳細につきましては、今後公表され次第、周知してまいります。 

 リレーのコースは、原の辻ガイダンスから一支国博物館までの約１,７００メートルの区間が

予定されており、今回、会場設営費等所要の予算を計上いたしております。 

 次に、国際交流とインバウンドの推進でございますが、インバウンドの推進につきましては、

本市を訪れる外国人観光客の状況は右肩上がりで推移しておりましたが、御承知のように昨年は

日韓情勢の悪化により、韓国からの訪日客が激減しております。一昨年の本市への外国人の観光

客実数は１,７９８人であり、そのうちの約３割、５６５人は韓国からでありましたので、昨年

の外国人観光客数にマイナスの影響を及ぼしているものと考えております。 

 しかしながら、インバウンドの推進は国策として打ち出されるほど、観光振興には欠かせない

ものとなっており、東京オリンピック・パラリンピック開催期間中における壱岐市東京事務所を

活用した情報発信や、福岡市との連携事業である米国市場に向けたプロモーションを実践してま

いります。 

 次に、第４回目の開催となった「神々の島 壱岐ウルトラマン」については、ランナー向けの

インターネット情報サイト内に掲載されている国内ウルトラマンランキングで全国第２位の高評
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価を受けるなど、ランナー目線の運営を重視した結果が出ております。 

 本大会は、中高生や消防団をはじめとする各団体１,０００人を超えるボランティアの皆様に

支えられ、さらには沿道で応援してくださった市民皆様、関係団体の方々など多くの皆様から積

極的に御参加いただいております。このことは、地域振興事業として、また、まちづくり事業と

しても大きな効果があったものと捉えており、事務局で試算した経済波及効果は４,２００万円

以上であり、本市の観光振興にも大きく寄与したものと考えております。 

 第５回の開催となる今年の大会は１０月１７日開催予定とし、より地域に密着した大会となる

よう計画を進めておりますので、関係機関、団体の皆様の御協力を賜りますようお願いいたしま

す。 

 次に、議案関係について御説明いたします。 

 地方財政につきましては、国の取り組みと基調を合わせた聖域なき徹底した見直しを推進する

一方、地方が人づくり革命の実現や地域社会の維持・再生、防災・減災対策等に取り組みつつ、

地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額について、令和元年度地方財政計画の水準を

下回らないよう、実質的に同水準を確保することを基本として、地方財政対策を講じるものとさ

れております。 

 本市の令和２年度の予算編成に当たりましては、こうした地方財政をめぐる国の動向に注視し

ながら、「第３次壱岐市総合計画」の着実な実施を軸として、事業の選択と集中による効率的な

予算配分を行うとともに、本市にとって有益な施策を最大限に活用し、雇用促進、島内経済の活

性化につなげていくための予算編成を行っております。 

 一方、本市の財政状況は、平成３０年度末の市債現在高が一般会計で２６３億５,７００万円、

対前年度７,０３５万円増であり、義務的経費の割合は３８.０％、経常収支比率については

９２.３％、対前年度２.４％増と、依然として高い水準で推移いたしております。インフラ施設

を含めた公共施設の老朽化や、高齢化の進展による社会保障経費の増、将来のまちづくりを見据

えた大規模建設事業の増加などにより、近年、基金を取り崩した予算編成が続いており、今後に

おいても厳しい財政運営が予想されることから、引き続き中期財政計画・公共施設等総合管理計

画に基づいた行財政改革に取り組むとともに、長期的な展望に立った財政運営に努めてまいりま

す。 

 このような方針に基づいて編成した令和２年度の各会計予算案は、経常的経費と市民サービス

のために必要なもの及び継続事業並びに一定の政策的経費とし、一般会計の予算規模は２３６億

４,０００万円で、特別会計を含めた予算規模は３２１億８,３４６万円となっております。 

 本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定、一部改正に係る案件８件、予算案件１４件、

その他３件でございます。何とぞ十分御審議をいただき、適正なる御判断を賜りますようお願い



- 26 - 

申し上げます。 

 以上、今日までの取り組みを振り返りながら、市政運営に対する所信の一端と新年度の事業内

容について申し述べました。今後もさまざまな行政課題に対し全力で対応しながら、財政の健全

化に努め、あしたに希望の持てるまちづくり、そして将来の壱岐市を見据えたまちづくりに全力

で取り組んでまいります。 

 議員各位並びに市民皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたし

ます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  これで、行政報告を終わります。 

 ここで、暫時休憩いたします。再開を１１時２０分といたします。 

午前11時07分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時20分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第４号～日程第２９．議案第２８号 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第５、議案第４号長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び規約の変更についてから、日程第２９議案第２８号令和２年度壱岐市水道事業

会計予算についてまで、以上の２５件を一括議題とします。 

 ただいま上程しました議案についての提案理由の説明を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  本日提出いたしております議案につきましては、担当部長及び課長に説

明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  議案第４号長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の変更について御説明申し上げます。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、令和２年４月３０日をもって、長崎県市町村総

合事務組合から長崎市を脱退せしめ、長崎県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更すること

について、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。本日の提

出でございます。 
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 提案理由でございますが、令和２年４月３０日をもって、長崎市が長崎県市町村総合事務組合

から脱退することに伴い、長崎県市町村総合事務組合の共同処理する団体に変更が生じるためで

ございます。 

 これは、現在長崎市が本組合の事務のうち唯一加入している退職手当に関する事務において、

市町村合併後、退職者の著しい増減が見込まれたことで、退職手当の予算の平準化を図ることが

できる本組合の共同事業に加入されていましたが、今後、合併直後のような退職者の著しい増減

が予想されないことから、合併以前のように、長崎市独自において退職手当の予算管理及び支給

事務を行いたいとのことで、退職手当に関する事務について脱退することになり、これにより長

崎市は全ての総合事務組合の事務から脱退することとなるため、規約の変更が必要となりました。 

 次のページをお開きください。 

 長崎県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約でございます。別表第１規約第２条組合

の組織から長崎市を除く改正でございます。これにより加入団体は１２市８町８組合の計２８団

体となります。 

 次に、別表第２規約第３条第１号退職手当に関する事務について、長崎市を除くものでありま

す。以下の表については改正はございません。別表につきましては、資料１の議案関係資料の

１ページに載せておりますので、後もってご覧をいただきたいと思います。附則といたしまして、

この規約は令和２年５月１日から施行するものでございます。 

 以上で、議案第４号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  石尾市民部長。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 登壇〕 

○市民部長（石尾 正彦君）  議案第５号壱岐市印鑑条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 壱岐市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。提案

理由は、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 次のページをお開き願います。 

 壱岐市印鑑条例の一部を次のように改正するものでございます。改正案につきましては、記載

のとおりでございます。 

 また、資料１議案関係資料３ページの新旧対照表を御参照願います。 

 改正内容でございますが、本件につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が、令和元年６月１４日に交付され、成年被後

見人及び被保佐人の人権尊重の観点から、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されな

いよう、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等を設けている各制度に
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ついて、欠格条項の削除や、心身の保証等の状況の個別的・実質的な審査により、必要な能力の

有無を判断する規定に見直すこととされました。 

 これを受け、総務省が所管する印鑑登録証明事務処理要領が改正されたため、本条例において

規定する欠格条項等について所要の改正を行うものでございます。 

 施行の期日については、附則のとおり公布の日からでございます。 

 以上で、議案第５号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  久間総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  議案第６号から議案第８号まで続けて御説明いたします。 

 議案第６号壱岐市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。 

 壱岐市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでござ

います。本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、

会計年度任用職員に係る服務の宣誓に関する事項について定める必要があるため、所要の改正を

行うものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 これは、会計年度任用職員として任用されるジェットプログラム、国際交流員やＡＬＴ、外国

語指導助手等については、任用の際の服務や勤務条件に関する同意書への署名をもって服務の宣

誓を行ったものとして取り扱うこととされたため、改正するものであります。 

 第２条第２項は、地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓

について、通常の服務の宣誓にかかわらず任命権者は別段の定めをすることができると定めてお

ります。 

 これは、ただいま申し上げました任用の際の服務や勤務条件に関する同意書への署名をもって

服務の宣誓を行ったものとして取り扱うこととするものであります。 

 以下、第２項の追加に伴う変更と様式については、押印箇所の表示を変更するものであります。 

 附則といたしまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で議案第６号の説明を終わります。 

 次に、議案第７号壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について御説明を申し上げ

ます。 

 壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでござ

います。本日の提出でございます。 
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 提案理由でございますが、地方公務員法、地方自治法及び地方公務員の育児休業等に関する法

律の一部改正に伴い、職員の育児休業等に関し所要の改正を行うものでございます。 

 現在における本市の全ての非常勤職員は、地方公務員法第３条第３項第３号の特別職非常勤職

員として任用しており、その育児休業等に関しましては、まず嘱託職員につきましては、壱岐市

嘱託職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第１５条の規定により、壱岐市職員の

育児休業等に関する条例を準用して、育児休業を承認することができるとしております。 

 また、その他の非常勤職員は、壱岐市臨時職員取扱要綱の規定により、任用されている社会保

険適用の臨時職員及び雇用保険適用の臨時職員になりますが、育児休業をすることができない職

員となっております。 

 これらの非常勤職員は、令和２年４月１日より、地方公務員法第２２条の２の一般職の非常勤

職員である会計年度任用職員として任用することとなりますので、一定の要件を満たす一般職の

非常勤職員に対し、育児休業等取得可能にすることなど所要の改正を行うものであります。 

 １ページ目をお願いします。 

 第２条は育児休業をすることができない職員の規定であります。３号の（ア）は、これは特定

の職に引き続き１年以上在籍する非常勤職員という規定でございます。 

 （イ）につきましては、その子供が１歳６カ月に達するまでに任期が満了しない、あるいは特

定の職に引き続き採用することが見込まれる非常勤職員ということでございます。 

 そして、（ウ）は１週間の勤務日が３日以上、または１年間の勤務日が１２１日以上の非常勤

職員という規定でございます。 

 次に、第２条の２を第２条の５とし、第２条の次に３つの条項を加えております。 

 １ページ下段から３ページにかけて記載しておりますが、これは地方公務員の育児休業に関す

る法律において規定されている条例で定めるものとして、育児休業の対象となる児童の定めを本

条例の第２条の２で条例で定める日として、非常勤職員が育児休業をすることができる期間の末

日の規定を、第２条の３で条例で定める場合として、養育する子が２歳に達する日まで育児休業

できる旨の規定を第２条の４で定めるものでございます。 

 次に、４ページをお願いをいたします。 

 第３条の改正でございますが、第３条につきましては、育児休業法第２条第１項のただし書き

に再度育児休業をすることができる特別な事情を規定しております。 

 次に、５ページをお願いします。 

 第１０条の改正でございますが、これは正規職員の関係でございます。正規職員が再度育児短

時間勤務をすることができる特別な事情を規定しております。 

 次に、７ページをお願いします。 
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 第２０条の改正でございますが、これは部分休業について規定しております。部分休業は一定

の期間職務に従事しない育児休業と異なり、一日の勤務時間の一部について育児のために勤務し

ないことを定める制度であり、勤務しながら育児を可能とするものであります。 

 次に、第２１条では、部分休業をすることができる時間について定めております。非常勤職員

の場合、１日に定められた所定の勤務時間から４時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で取

得可能とするものであります。 

 次に、８ページをお願いします。 

 附則といたしまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で、議案第７号の説明を終わります。 

 次に、議案第８号壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について御説明申し上げます。 

 壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定めるものでございます。本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、特別職非常勤が厳

格化、つまり任用要件が明確にされたため所要の改正を行うものでございます。 

 具体的には、これまで特別職の非常勤として定義しておりました各種委員等について、その業

務内容により委託契約とすることが適当と思われる委員等について本条例から削除することとし、

その他一部名称の変更並びに削除等に伴う番号の整理を行うものであります。 

 本条例の改正内容については、資料１の新旧対照表で御説明をいたします。 

 新旧対照表の１６ページをお願いします。 

 改正箇所については下線を表記しております。まず１４、防災会議委員については、消防防災

の関係として順番の整理を行うため、１７ページの２０番に変更しております。 

 次に、１７ページをお願いします。 

 現１９交通安全対策協議会については、１８交通安全対策会議委員に名称を変更しております。 

 次に、現２０交通指導員については、委託契約とするため削除しております。 

 改正後の２１国民保護協議会委員については、これまでその他の附属機関の構成員及び非常勤

職員に含めておりましたが、今回新たに追加をしております。 

 次に、１８ページをお願いします。 

 現２６市有林監督員につきましては、委託契約とするため削除、現２９民生委員推薦委員会委

員につきましては、２８民生委員推薦会委員に名称を変更、３５海洋センター運営委員会につい

ては、設置することがないため削除しております。 

 次に、１９ページをお願いします。 
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 現３６海洋センター育成士２級については、委託契約とするため削除しております。 

 附則といたしまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で、議案第６号から議案第８号まで続けて説明をさせていただきました。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  石尾市民部長。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 登壇〕 

○市民部長（石尾 正彦君）  議案第９号から議案第１１号まで続けて説明させていただきます。 

 議案第９号壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正について御説明申し上げます。 

 壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。 

 提案理由は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴

い所要の改正を行うものでございます。 

 次のページをお開き願います。 

 壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

次のように改正するものでございます。 

 改正案につきましては、記載のとおりでございます。 

 また、資料１、議案関係資料の２２ページから５５ページの新旧対照表を御参照願います。 

 本案につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴い参酌する国の基準が令和元年１０月１日

から改正施行されたため、このたびの国の新運営基準を参酌し、改正するものでございます。 

 なお、国の経過措置において、施行の日から起算して１年を超えない期間内において、参酌し

て定める市町村の条例が制定・施行されるまでの間、新運営基準は当該市町村の条例で定める基

準とみなすこととされております。 

 主な改正内容でございますが、１点目に幼児教育・保育の無償化に伴い、条例第１３条第４項

第３号の規定において、法第１９条第１項第１号及び同項第２号に掲げる小学校就学前の子供に

係る副食費の提供に関する費用を、特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者において、

市民税非課税世帯や年収３６０万円以下の世帯を除き、保護者から支払いを受けることができる

費用とするものでございます。 

 また、幼稚園においては小学校第３学年から、保育所等においては小学校就学前の子供から数

えて３番目以降に該当する場合は、副食費の免除を行うものでございます。 

 ２点目に条例第４２条及び附則第５条の規定において、特定地域型保育事業では、集団保育の
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提供などの保育内容の支援や代替保育及び３歳から５歳児の卒園後の受け皿確保のための連携施

設を確保しなければならないこととなっておりますが、代替保育の提供元として一定の要件を満

たす場合に、小規模保育事業、事業所内保育事業を行うもの等を追加し、代替保育の提供に係る

連携施設にかえることができることとし、さらに本年３月に満了となる連携施設を確保しないこ

とができる経過期間を５年間延長するものでございます。 

 ３点目に、改正法第５８条の２の規定により、内閣府令で新たに追加された特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準を、第２章第５３条から第６１条として新たに定め、特定子ど

も・子育て支援提供者が行うべき業務や社会的身分等による差別的取り扱いの禁止並びに秘密の

保持など、質の確保を図るものでございます。 

 その他法改正に伴う略称の変更及び条項のずれなどを整備するものでございます。 

 施行期日については、附則のとおり公布の日から施行するものでございます。 

 以上で、議案第９号の説明を終わります。 

 次に、議案第１０号壱岐市子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関する条例の一

部改正について御説明申し上げます。 

 壱岐市子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定める。本日の提出でございます。 

 提案理由は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い所要の改正を行うものでございます。 

 次のページをお開き願います。 

 壱岐市子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関する条例の一部を次のように改正

するものでございます。 

 改正案につきましては、記載のとおりでございます。 

 また、資料１、議案関係資料５９ページの新旧対照表を御参照願います。 

 改正内容でございますが、本案につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴う子ども・子育

て支援法の一部改正により、これまで子供のための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関

する調査等に対し、保護者や教育・保育を行うもの等が虚偽の報告等をした場合について、条例

で過料を科する規定を設けることができるとされていたことに加え、子育てのための施設等利用

給付についても同様とされたため所要の改正を行うものでございます。 

 施行期日については、附則のとおり公布の日からでございます。 

 以上で、議案第１０号の説明を終わります。 

 次に、議案第１１号壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について御説明申し上げます。 

 壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
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例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。 

 提案理由は、児童福祉法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 次のページをお開き願います。 

 壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように

改正するものでございます。 

 改正案につきましては、記載のとおりでございます。 

 また、資料１、議案関係資料６０ページの新旧対照表を御参照願います。 

 改正内容でございますが、本案につきましては、児童福祉法の一部改正により、放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を条例で定めるにあたって、これまで従うべき基準とさ

れていた事業に従事するもの及びその員数の規定が削除され、全ての基準が参酌すべき基準に統

一され、市町村の実態に応じた対応が可能となりました。 

 これに伴い、放課後児童健全育成事業の事業所における放課後児童支援員については、都道府

県知事が行う研修を終了したものでなければならないとする第１０条第３項の規定の適用につい

ての経過措置を、壱岐市の実態を考慮し５年間延長するもので、令和７年３月３１日までに研修

を終了することを予定しているものを認めることとしたものでございます。 

 施行期日については、附則のとおり令和２年４月１日からでございます。 

 以上で議案第９号から第１１号の説明を終わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  真鍋副市長。 

〔副市長兼保健環境部長事務取扱（眞鍋 陽晃君） 登壇〕 

○副市長兼保健環境部長事務取扱（眞鍋 陽晃君）  令和２年３月１日付で保健環境部長事務取扱

の兼務を拝命いたしましたので、私のほうから議案第１２号について説明をさせていただきます。 

 議案第１２号壱岐市国民健康保険直営診療所条例の一部改正について御説明をいたします。 

 壱岐市国民健康保険直営診療所条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出

でございます。 

 提案理由は、壱岐市国民健康保険勝本診療所の閉院に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 次のページをお開きください。 

 改正の内容は、第２条に勝本と湯本の２カ所の診療所の名称及び位置の定めがございますが、

勝本診療所の閉院に伴い、湯本診療所１カ所に改めようとするものでございます。 

 条例の新旧対照表につきましては、議案資料の資料１改正条例新旧対照表６１ページにござい

ますので、後もって御確認をいただきますようお願いをいたします。 
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 なお、この条例は令和２年４月１日から施行するものであります。経過措置につきましては、

記載のとおりでございます。 

 以上で、議案第１２号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〔副市長兼保健環境部長事務取扱（眞鍋 陽晃君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  石尾市民部長。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 登壇〕 

○市民部長（石尾 正彦君）  議案第１３号第２期壱岐市子ども・子育て支援事業計画の策定につ

いて御説明申し上げます。 

 第２期壱岐市子ども・子育て支援事業計画を定めることについて、地方自治法第９６条第２項

及び壱岐市議会基本条例第１３条の規定により議会の議決を求めるものでございます。本日の提

出でございます。 

 それでは、第２期壱岐市子ども・子育て支援事業計画につきまして御説明を申し上げます。 

 資料４の第２期壱岐市子ども・子育て支援事業計画をご覧ください。 

 めくっていただきまして、本計画は目次のとおり第１章から第７章までの構成といたしており

ます。 

 １ページから４ページの第１章においては、計画の策定にあたってといたしまして、計画策定

の背景と趣旨等を掲載するとともに、計画期間を令和２年度から令和６年度までの５年間といた

しております。 

 特に本計画は子ども・子育て支援法第６１条第１項に規定する支援事業計画でございます。次

世代育成支援対策推進法第８条第１項に規定する市町村行動計画の内容を一部引き継いだものと

なっておりますが、現計画が令和元年度をもって期間満了となることから、第２期計画として策

定するものでございます。 

 策定にあたっては、壱岐市子ども・子育て会議において慎重に検討・協議を重ねていただき、

子ども・子育て支援法に基づく基本指針及び次世代育成支援行動計画策定指針を踏まえ、県の子

育て条例行動計画や、市の上位計画である壱岐市総合計画及び市の各種関連計画との整合性を図

り、さらに本市におけるＳＤＧｓ達成に向けての取り組みを推進するものといたしております。 

 ５ページから２６ページの第２章におきましては、壱岐市の子ども・子育てに関する現状と課

題として、統計資料から見た現状とニーズ調査結果の概要を掲載いたしております。 

 ２７ページの第３章におきましては、子ども・子育て支援の基本的な考え方として、基本理念

に、１、安心して子育てできる壱岐の島、２、地域全体で支え助け合う壱岐の島、３、ゆとりを

もって心身ともに健やかに育つ壱岐の島の３つを引き続き踏襲し、ゆとりと優しさで育む輝く未

来ある島壱岐、出産・子育て・教育の希望がかなう協働の子育て環境づくりを将来像に掲げてお
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ります。 

 ２８ページから４６ページの第４章におきましては、子ども・子育ての環境整備として、子ど

も・子育て支援サービスについて、平成３０年度に実施したニーズ調査の結果により、サービス

の量の見込みと確保提供数を具体的に数値化し、目標値として定めております。 

 ４７ページから７１ページの第５章におきましては、施策の展開として、現計画の検証結果を

踏まえ、推進すべき施策ごとの各事業を掲載し、各事業を実施する担当部署及び関係部署との連

携強化を図り、妊娠・出産・子育てと切れ目のない支援を行うことといたしております。 

 ７２ページから８２ページの第６章におきましては、令和元年６月に成立いたしました改正子

供の貧困対策法において、市町村においても子供の貧困対策計画の策定が努力義務とされたこと

を受けまして、本計画において一体的に策定することとし、子供の貧困に関する取り組みとして、

教育の支援、生活就労の支援、経済的支援、連携体制等の構築の４つの基本方針に基づいた取り

組みを行い、市民関係団体、関係機関等が積極的に連携し、全ての子供たちが将来の夢や目標の

実現に向かって、自分の能力や可能性を延ばすことができるような地域社会を実現するため、本

市の子供とその保護者に向けた取り組みを推進することといたしております。 

 最後に８３ページ及び８４ページの第７章におきましては、計画の推進に向けてとして、家

庭・地域・事業者、そして行政の役割を明記し、本計画の実行のための推進体制強化を図るとと

もに、国県子育て支援関係者との連携と協働により、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の提供を図ることといたしております。 

 また、計画期間中において、進捗状況を把握・点検し、壱岐市子ども・子育て会議において評

価いただき、必要に応じて見直しを行うことといたしております。 

 以上で、議案第１３号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  本田企画振興部長。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  議案第１４号辺地に係る公共的施設の総合整備計画（変更）の

策定について御説明申し上げます。 

 沼津Ａ辺地変更、芦辺浦辺地変更及び志原Ｂ辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり定める。

本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、沼津Ａ辺地は市道上坂線道路改良事業、芦辺浦辺地は市道芦辺滝ノ

上中央線道路改良事業、志原Ｂ辺地は、市道井鯉坂線道路改良事業に辺地対策事業債を活用する

ために、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特例措置等に関する法律第３条の規

定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。議決をいただいた後、辺地に係る総合整備
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計画を総務大臣へ提出することとなっております。 

 １ページから３ページは、各辺地の整備計画書で、各辺地の事業内容、事業費等を記載してお

ります。なお、議案関係資料５に各事業の位置図、平面図等を添付しております。 

 以上で、議案第１４号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。 

午前11時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案説明を続けます。財政課長。 

〔財政課長（松尾 勝則君） 登壇〕 

○財政課長（松尾 勝則君）  議案第１５号令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）につい

て御説明申し上げます。 

 令和元年度壱岐市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ７億８,４５０万

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４２億３,５００万円とします。第２項

は記載のとおりでございます。 

 繰越明許費の補正、第２条、繰越明許費の追加・変更は、第２表繰越明許費補正によるもので

ございます。 

 債務負担行為の補正、第３条、債務負担行為の変更は、第３表債務負担行為補正によるもので

ございます。 

 地方債の補正、第４条、地方債の変更は、第４表地方債補正によるものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ２から４ページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等につきましては、記載にとおりでございます。 

 ５から６ページをお開き願います。 

 第２表繰越明許費補正、１、追加で、５款１項農業費の土地改良施設維持管理適正化事業ほか

１３件の事業費総額４億８,８５８万７,０００円、また２、変更で５款３項水産業費の水産物供

給基盤機能保全事業１件の事業費３,６００万円につきましては、入札不調の影響や工事内容の

変更等に係る設計協議、調整に不測の日数を要したことなどにより、年度内に事業が完了しない

見込みであるものについて、翌年度に繰り越して使用できる繰越明許費として追加、または変更
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の計上を行っております。 

 なお、事業の完了予定及び繰り越し理由等の詳細につきましては、別紙資料２、令和元年度

３月補正予算（案）概要の３０から３３ページに記載のとおりでございますので、後ほど御参照

いただきますようお願いいたします。 

 ７ページをお開き願います。 

 第３表債務負担行為補正、１、変更で、風民の郷の指定管理期間につきましては、昨年１２月

会議の補正予算（第６号）におきまして、令和２年度から４年度までの３年間として、債務負担

行為の設定を行っておりましたが、指定管理業務の内容等について協議を行った結果、指定管理

期間を令和２年度限りとし、それに伴う指定管理委託料につきましても、限度額の変更を行うも

のでございます。 

 ８から１０ページにかけましては、第４表地方債補正、１、変更で、事業に充当する地方債の

借入限度額につきまして、県との協議による同意額に合わせ、それぞれ増減を行っております。 

 それでは、事項別明細書により主な内容について御説明いたします。 

 まず、歳入について説明いたします。 

 １４から１５ページをお開き願います。 

 １０款１項１目地方交付税は、特別交付税で６,１６２万２,０００円を増額しております。 

 次に、１４款２項１目総務費国庫補助金は、離島活性化交付金、地方創生推進交付金ほか、事

業の実績見込みにより６,７５９万４,０００円を減額しております。 

 １６から１７ページをお開き願います。 

 ２目民生費国庫補助金で、プレミアム付商品券事業費及び事務費補助金につきましては、事業

の実績に基づき、合計で９６０万８,０００円を減額しております。 

 次に、１５款２項１目総務費県補助金、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金は、事業の

実績見込みにより５,０００万円を減額しております。 

 １８から１９ページをお開き願います。 

 １８款１項１目基金繰入金、減債基金繰入金及び合併振興基金繰入金は、主に地方債の償還や

単独事業費への充当財源として計上しておりましたが、実績見込みによる事業費の精査に伴い、

それぞれ減額しております。また、ふるさと応援基金繰入金は、充当事業費の精査を行うととも

に、ふるさと納税お礼の品代及び送料への充当財源として１億２,４００万円を増額しておりま

す。 

 ２０から２１ページをお開き願います。 

 ２１款市債につきましては、それぞれ起債を充当して実施する事業につきまして、事業費の精

査によって借入額の増額、または減額の補正を行っており、総額で２億７,０７０万円を減額し
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ております。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 歳出につきましては、別紙資料２の令和元年度３月補正予算（案）概要の主要事業の中から、

主な内容について御説明いたします。 

 ４から５ページをお開き願います。 

 ２款１項１３目国境離島振興費、創業事業拡大支援事業につきましては、事業の実績見込によ

り６,０００万円を減額しております。 

 次に、３款民生費１項１目社会福祉総務費、プレミアム付商品券事業費につきましては、商品

券の販売、換金業務に係る委託料等について実績に基づき４,１６０万８,０００円を減額してお

ります。 

 次に、１項４目国民健康保険事業費、直営診療施設勘定繰出金４０２万２,０００円の補正は、

診療収入の減に伴い、平成２８年度より構造的な赤字に陥っており一般会計からの繰り入れが必

要となっております。 

 ６から７ページをお開き願います。 

 ４款１項１目保健衛生総務費は、平成３１年３月会議におきまして、予算の執行を保留とされ

ておりました健診センター建設事業につきまして４,４６６万４,０００円を減額しております。 

 次に、１２から１３ページをお開き願います。 

 ５款農林水産業費１項４目畜産業費地域肉用牛緊急増頭対策事業につきましては、事業の実績

見込により６４０万円を増額しております。 

 次に、１６から１７ページをお開き願います。 

 ７款土木費２項３目道路橋りょう新設改良費は、国の補正予算第１号による社会資本整備総合

交付金の追加内示を受け９,４１０万円を増額するもので、翌年度での繰り越し事業として実施

するものとしております。 

 次に、２０から２１ページをお開き願います。 

 ９款教育費２項１目学校管理費、小学校管理費は、箱崎小学校ほか、体育館の外壁、屋根改修

工事の実績見込みにより２,３５０万円を減額しております。 

 ２２から２３ページをお開き願います。 

 １０款災害復旧費、公共土木施設災害復旧事業で、現年災の補助事業分につきましては、実施

設計に基づく工事費の精査により１,３７０万円の減額、現年災及び過年災の単独事業につきま

しては、翌年度に工期がまたがるため１２月の補正予算第６号で債務負担行為の設定をしたもの

について、新年度予算へ組み替えることとし、合計で５,６００万円を減額しております。 

 そのほか、各事業の入札執行等実績見込みによる不用額につきまして減額補正を行っておりま
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す。 

 以上で、議案第１５号令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）について説明を終わりま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔財政課長（松尾 勝則君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  眞鍋副市長。 

〔副市長兼保健環境部長事務取扱（眞鍋 陽晃君） 登壇〕 

○副市長兼保健環境部長事務取扱（眞鍋 陽晃君）  それでは、議案第１６号から１８号までを続

けて説明をさせていただきます。 

 議案第１６号令和元年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について御説明

をいたします。 

 令和元年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

２４万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９,８６７万１,０００円

とします。第２項については記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。 

 歳入でございますが、１款１項６目後期高齢者診療収入を決算見込みにより４２７万円を減額

いたしております。 

 ３款２項１目一般会計繰入金については、減収分の補填として４０２万２,０００円を増額し

ております。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。 

 歳出でございますが、１款１項１目施設管理費、備品購入費について２４万８,０００円を減

額しております。 

 以上で、議案第１６号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１７号令和元年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

について御説明をいたします。 

 令和元年度壱岐市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９２万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,６６０万４,０００円とします。第

２項については記載のとおりでございます。 
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 本日の提出でございます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。 

 歳入でございますが、１款１項後期高齢者医療保険料について、決算見込みにより５６０万円

を増額いたしております。 

 ４款１項２目保険基盤安定繰入金については、６７万３,０００円を減額しております。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。 

 歳出でございますが、２款１項後期高齢者医療広域連合納付金について、保険料収入の決算見

込み及び基盤安定負担金の確定により４９２万７,０００円を増額いたしております。 

 以上で、議案第１７号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１８号令和元年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て議御説明いたします。 

 令和元年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７,５６１万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億９,１５７万

円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,８００万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５,０３９万円とします。第２項については記載のとお

りでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。 

 歳入でございますが、３款１項国庫負担金２項国庫補助金、４款１項支払基金交付金、５款

１項県負担金につきましては、それぞれ介護給付費の増額に伴い、追加交付が確定いたしました

ので総額５,２３０万３,０００円を増額いたしております。 

 ７款１項一般会計繰入金につきましては、地域支援事業費事務費分について、ケアマネジメン

ト収入分を介護サービス事業勘定から繰り入れることにより１,２９３万９,０００円を減額して

おります。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。 

 ７款２項基金繰入金につきましては、介護給付費の増加に伴い９７６万円の増額、７款３項介

護サービス事業勘定繰入金につきましては、地域支援事業に係る人件費分として１,８００万円

の増額、８款１項繰入金につきましては、前年度繰越金８４９万円を増額補正しております。 

 １２ページ、１３ページをお開き願います。 

 歳出につきましては、１款３項介護認定審査会費につきましては、介護認定調査を臨時雇用か

ら委託に変更したことにより、賃金の減額、主治医意見書作成手数料を決算見込みにより減額、
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合計５５０万円の減額でございます。 

 ２款１項介護サービス諸費、２款２項審査支払手数料、２款３項高額介護サービス費につきま

しては、介護給付の増加により総額８,７２６万円を増額しております。 

 ３款２項一般介護予防事業費、３款３項包括的支援事業費、任意事業費につきましては、人件

費の減額をいたしております。 

 ２４、２５ページをお開き願います。 

 介護サービス事業勘定の歳入について御説明をいたします。 

 ２款１項一般会計繰入金１,０００円を減額し、４款１項繰越金を１,８００万１,０００円を

増額しております。 

 ２６、２７ページをお開き願います。 

 ４款１項保険事業勘定繰出金につきましては、介護保険事業特別会計の地域支援事業交付金か

ら控除をされるケアマネジメント収入分を、介護保険事業特別会計へ繰り出しを行っており

１,８００万円を増額しております。 

 以上で、議案第１６号から１８号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いをいたし

ます。 

〔副市長兼保健環境部長事務取扱（眞鍋 陽晃君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  永田建設部長。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 登壇〕 

○建設部長（永田秀次郎君）  議案第１９号及び議案第２０号を続けて御説明申し上げます。 

 まず、議案第１９号令和元年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第３号）について御説明

申し上げます。 

 令和元年度壱岐市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,４１１万

５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２,５６６万３,０００円と

します。２項については記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ８から９ページをお願いします。 

 ２、歳入ですが、５款一般会計繰入金で１,４１１万５,０００円を減額しております。 

 次に、１０から１１ページをお願いします。 

 ３、歳出でございます。１款下水道事業費１項管理費で２８５万円の減額、２項施設整備費で

２５０万円の減額をしております。 

 ２款漁業集落排水整備事業費１項管理費で８７６万５,０００円の減額をしております。いず
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れの事業も管理費及び施設整備費の精査による減額及び人事異動による人権費等の減額でござい

ます。 

 議案第１９号に関する主要事業は資料２の２８から２９ページに記載しております。あともっ

て御確認をお願いします。 

 以上で、議案第１９号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第２０号令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算（第３号）について御説明

を申し上げます。 

 第１条、令和元年度壱岐市水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 

 第２条、令和元年度壱岐市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり

補正するものでございます。 

 支出の第１款水道事業費用では８８２万２,０００円の減額をし、補正後８億５,４２２万

８,０００円としております。 

 第３条、令和元年度壱岐市水道事業会計予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり

補正するものです。 

 支出の第１款資本的支出で１,４００万円の減額をし、補正後３億６,０５１万１,０００円と

しております。 

 本日の提出でございます。 

 ６から７ページには、給与費明細書を、８から９ページには予定貸借対照表を記載しておりま

す。 

 １０から１１ページをお願いします。 

 収益的支出ですが、人事異動等による人権費の減額を行っております。 

 １２から１３ページをお願いします。 

 資本的支出ですが、支出で１,４００万円の減額をしており、道路工事等における水道給排水

管布設替工事費の実績による執行残分の減額及び基幹施設改良費の実績による執行残分の減額で

ございます。 

 以上で、議案第２０号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  松尾財政課長。 

〔財政課長（松尾 勝則君） 登壇〕 

○財政課長（松尾 勝則君）  議案第２１号令和２年度壱岐市一般会計予算について御説明申し上

げます。 

 令和２年度壱岐市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
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 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３６億４,０００万円と

します。第２項につきましては記載のとおりでございます。 

 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、第２表債務負担行為によるものでございます。 

 地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債によるものでございます。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は３０億円と定めるものでございます。 

 歳出予算の流用、第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１項第１号に定めるものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ２から５ページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算の款項の区分の金額につきましては、記載のとおりでございます。 

 ６ページをお開き願います。 

 第２表債務負担行為で令和３年度以降に発生する債務負担行為２０件の内容につきましては、

記載のとおりでございます。 

 ７ページをお開き願います。 

 第３表地方債で、令和２年度に借り入れるものの起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償

還の方法につきましては、記載のとおりでございます。起債限度額の総額は２１億８,８２０万

円でございます。 

 それでは、事項別明細書により主な内容について御説明いたします。 

 まず、歳入について説明いたします。 

 １２から１３ページをお開き願います。 

 １款市税１項市民税８億４,８５７万円は対前年度比２４万４,０００円の増で、令和元年度の

見込み額等から算出した結果、個人分が１,１４７万７,０００円の増、法人分が１,１２３万

３,０００円の減としております。 

 次に、１６から１７ページをお開き願います。 

 １０款地方交付税で、今回、不足する一般財源につきまして普通交付税８６億円、特別交付税

７億６０７万円で、対前年度比４億７,５４７万円の増としております。 

 次に、２４から２５ページをお開き願います。 

 １４款２項１目総務費国庫補助金は、離島活性化交付金で戦略産品輸送経費支援事業や離島留

学生ホームステイ事業などの継続事業のほか、東京事務所情報発信事業などの新規事業を含め、
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全１４の事業に対する補助金として９,６１７万５,０００円、地方創生推進交付金で壱岐しごと

サポートセンターや壱岐市ふるさと商社への運営費補助金、壱岐市ＳＤＧｓ未来都市推進事業、

壱岐島リブートプロジェクト事業などの全７つの継続事業に対し、２分の１の補助金１億

１,４４６万５,０００円、エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金は、地球温暖化防止

に資する低炭素の島づくりの実現のため、再生可能エネルギーの実用化実証試験システム設備の

導入経費等に対し２億３,９６０万１,０００円を計上しております。 

 また、関係人口創出拡大事業交付金は、地域外の企業や団体と連携し、都市住民等の地域への

関心を高めるための取り組みを支援する新規事業に対し１００％の補助金７００万円を計上して

おります。 

 次に、２８から２９ページをお開き願います。 

 １５款２款１目総務費県補助金は、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金で、雇用機会拡

充事業ほか４事業に対し事業種別ごとに国５０から５５％、県１０から２２.５％の補助率で、

国費を含めて交付される補助金２億８,７４６万８,０００円を計上しております。 

 次に、３４から３５ページをお開き願います。 

 １７款１項２目指定寄附金で、ふるさと応援寄附金につきましては、４億円の見込み額で計上

しております。 

 次に、１８款１項１目基金繰入金で、財政調整基金につきましては４億円を、減債基金につき

ましても、地方債の償還財源として同じく４億円をそれぞれ計上しております。また、特定目的

基金につきましては、合併振興基金につきましては、まちづくり協議会費や安全・安心まちづく

り交付金、庁舎間イントラ設備システム更新事業などの財源として、総額で８億２９０万円を、

ふるさと応援基金につきましては、定住奨励事業や介護人材確保対策事業のほか、消防団の小型

動力ポンプ積載車購入費などの財源として、総額で４億４８０万円を計上しております。 

 次に、４２から４３ページをお開き願います。 

 ２１款市債につきましては、全体合計２１億８,８２０万円で、対前年度比２億２,０１０万円

の減となっております。 

 まず、１目辺地対策事業債は、市道本村神里線、市道山崎線など１０路線の道路改良事業や郷

ノ浦堆肥センターの堆肥発酵処理施設整備など全１９の事業に対し３億１,０６０万円を計上し

ております。 

 次に、２目過疎対策事業債は、ハード事業分で市道黒崎線道路改築事業や漁村再生交付金事業、

壱岐葬斎場外構及び解体工事、消防署のはしご車購入など全１５の事業に対し６億２,７５０万

円を、ソフト事業分で島共通地域通貨発行事業、漁業用燃油対策事業など全２４事業に対し、基

本限度額分２億５,９９０万円、限度額越え分２億１,７１０万円の合計で４億７,７００万円を
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計上しております。 

 次に、３目臨時財政対策債は、地方交付税総額の不足分を補填するため、国と地方で折半する

ルールに基づき、地方分について各地方公共団体で発行する地方債について３億５,０００万円

を計上しております。 

 次に、４目民生債は、緊急防災減災事業で、石田町総合福祉センターの発電機更新などに

９６０万円を計上しております。 

 次に、５目商工債は、一般補助施設整備事業で、壱岐島リブートプロジェクト事業のハード事

業分に８９０万円を計上しております。 

 次に、６目土木債では、自然災害防止事業で、船底地区急傾斜地崩壊対策事業に４００万円を、

公営住宅建設事業で古城団地改修及び大久保団地新築事業に２億５,２３０万円を、緊急浚渫推

進事業で準用河川物部川の浚渫事業に２５０万円をそれぞれ計上しております。 

 次に、７目消防債は、緊急防災・減災事業で、勝本地区第２分団のポンプ車購入などに

５,８８０万円を、防災基盤整備事業で、防災行政無線の屋外拡声局４カ所の更新事業に

８８０万円を計上しております。 

 次に、８目教育債は、緊急防災・減災事業で、壱岐の島ホールの屋上防水工事に１,１２０万

円を計上しております。 

 次に、９目災害復旧事業費債は、公共土木施設等災害復旧事業で、１２月補正予算で債務負担

行為を設定しておりました令和元年災の単独事業分につきまして６,７００万円を計上しており

ます。 

 次に、歳出について説明をいたします。 

 説明に先立ちまして、昨年３月に公告されました地方自治法施行規則の一部を改正する総務省

令によりまして、令和２年度から会計年度任用職員制度が施行されることに伴い、地方財務の歳

出科目２８節のうち、７節賃金が廃止、８節以降について番号が順次繰り上がることとなり、令

和２年度予算から適用しておりますので、あらかじめ御報告いたします。 

 それでは、別紙資料３の令和２年度当初予算案概要の主要事業の中から主な内容について御説

明いたします。 

 別紙資料３の３から４ページをお開き願います。 

 ２款総務費１項１目一般管理費、まちづくり協議会設置事業は、地域の特性や実情に合った魅

力あるまちづくりの実現に向けて、壱岐市自治基本条例に基づくコミュニティ活動を展開し、ま

ちづくり協議会による協働のまちづくりを推進するものとして１億１,８２０万８,０００円を計

上いたしております。 

 次に、本庁舎建設基金積立金５,０００万円は、将来の市役所本庁舎の建設に要する経費に充
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てるため、基金の積み立てを行うものでございます。 

 ５から６ページをお開き願います。 

 ２款１項６目企画費、自治体ＳＤＧｓモデル事業は、持続可能な開発目標の達成に向け経済、

社会、環境の３つの側面で総合的に事業を展開することにより、２０３０年の壱岐市の将来像の

実現につなげるものとして４,９２２万円を計上しております。 

 同じく、企画費、エコアイランド推進事業は、歳入のほうで説明をいたしましたとおり、令和

元年度より経済産業省の採択を受けて実施する継続事業で、再生可能エネルギーの水素変換、再

エネルギー化を行う設備の導入経費として２億４,０９９万７,０００円を計上しております。 

 ９から１０ページをお開き願います。 

 同じく６目企画費、壱岐なみらい研究所運営事業は、慶応義塾大学ＳＦＣ研究所からの助言・

協力のもと、地域創生プロジェクトの開発・実践と壱岐市の未来に資する高度人財の育成を行う

連携協力事業として１,９６９万７,０００円を計上しております。 

 同じく企画費、過疎地域集落再編整備事業は、基幹的集落に点在する空き家を行政が改修・整

備し、貸し出すことで地域における定住を促進する新規事業で１,５５５万８,０００円を計上し

ております。 

 次に、１３から１８ページにかけましては、２款１項１３目国境離島振興費として、滞在型観

光促進事業で２,０００万円、離島航路・航空路運賃低廉化事業で６,５３０万２,０００円、離

島輸送コスト支援事業で農産物及び水産物の合計で１億５,６６７万２,０００円、創業事業拡大

支援事業、雇用機会拡充事業で３億円など、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業総額

で５億６,５９１万２,０００円を計上しております。 

 １９から２０ページをお開き願います。 

 ３款民生費１項４目国民健康保険事業費、直営診療所施設勘定繰出金１,９３１万６,０００円

は、診療収入の減に伴い、今後においても赤字運営となる見込みであるため、一般会計からの繰

り入れを行うものとしております。 

 次に、５目介護保険事業費、介護保険人財確保対策事業は、地域包括ケアの推進に必要となる

医療、福祉に携わる人材の確保及び移住定住促進施策の一環として、市内医療機関等に就職され

た方の奨学金の返還及び家賃等の一部を助成する事業で１,４４２万円を計上しております。 

 次に、２９から３０ページをお開き願います。 

 ４款１項３目環境衛生費、火葬場管理費は、現施設の解体工事及び新施設の外構工事について

１億２,３４０万３,０００円を計上しております。 

 次に、４目病院費、長崎県病院企業団負担金４億６,３４６万８,０００円は、長崎県病院企業

団負担金要綱に基づく本部及び壱岐病院運営経費に係る負担金でございます。 
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 次に、３３から３４ページをお開き願います。 

 ５款農林水産業費１項３目農業振興費、有害鳥獣被害防止対策事業は、カラス、タイワンリス

等による農作物や光ケーブル等への被害を防止するため、それらの駆除・捕獲等に係る経費につ

きまして２,７９０万８,０００円を計上しております。 

 ３７から３８ページお開き願います。 

 ５款１項４目畜産業費、地域肉用牛振興対策事業は、肥育素牛の価格高騰による肥育農家の経

営基盤の弱体化を防ぐとともに、壱岐牛出荷頭数の確保を図るため、壱岐牛維持確保緊急対策事

業として子牛の導入経費に対する補助金１,７５０万円を計上しております。 

 次に、４３から４４ページをお開き願います。 

 ５款３項２目水産業振興費、漁業用燃油対策事業は、漁業用燃油の高騰に伴う沿岸漁業の窮状

を鑑み、漁業経営の安定と水産物の安定供給を維持するため、漁業用燃油の購入に対し１リット

ル当たり１０円を補助するもので、６,５６６万５,０００円を計上いたしております。 

 次に、４９から５０ページをお開き願います。 

 ６款商工費１項２目商工振興費、戦略産品輸送経費支援事業につきましては、離島活性化交付

金を受けて実施する事業で、焼酎や衣服、寝具などを製造する島内業者に対し、製品の移出及び

原材料の移入に係る海上輸送費に対する補助として５,５３６万円を計上しております。 

 次に、４目観光費、壱岐島リブートプロジェクト事業につきましては、平成３０年度から地方

創生推進交付金を受けて実施する継続事業で、イルカパークの再整備による観光集客の拠点化を

目指し、外貨を稼ぐ仕掛けづくりを行うことで島内経済の活性化、循環の仕組みを構築するもの

として７,９８６万円を計上しております。 

 次に、５３から５４ページをお開き願います。 

 ６款１項５目都市事務所費、東京事務所管理費及び活動費は合計で１,３８６万４,０００円を

計上しております。 

 ５５から５６ページをお開き願います。 

 ７款土木費２項３目道理橋梁新設改良費は、補助事業で、黒崎線道路改良事業ほか全８路線で

３億８,６１０万円、単独事業で前目１号線道路改良事業ほか全１２路線の継続事業に１億

２,７３０万円、辺地過疎債の起債事業で、谷江本線改良事業ほか全８路線に２億４,５４０万円

を計上しております。 

 次に、５９から６０ページをお開き願います。 

 ７款７項２目住宅建設費は、公営住宅等長寿命化計画により老朽化した市営住宅の建て替え、

改修並びに下水道への接続等を行うもので、新大久保団地新築事業など合計で４億５,０７０万

３,０００円を計上しております。 
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 ６１から６２ページをお開き願います。 

 ８款消防費１項１目常備消防費で消防署郷ノ浦支署のはしご車の購入費として１億５,２３５万

２,０００円を計上しております。 

 ６３から６４ページをお開き願います。 

 ８款１項５目災害対策費で、指定避難所や避難場所への避難経路等の情報を明示し、夜間の避

難誘導にも対応できる高輝度蓄光誘導標識を設置するものとして１,６５８万３,０００円を計上

しております。 

 ６５から６６ページをお開き願います。 

 ９款教育費１項２目事務局費、学校施設整備基金積立金は、将来の学校施設の整備に要する経

費の財源に充てるため基金を設置するもので５,０００万円を計上しております。 

 次に、２項１目小学校管理費は、田河小学校の体育館外壁・屋上防水工事、箱崎小学校の校舎

改修工事、瀬戸小学校の体育館床改修工事など合計で１億２,５５１万１,０００円を計上してお

ります。 

 次に、６９から７０ページをお開き願います。 

 ９款６項１目保健体育総務費で、東京オリンピック聖火リレー事業で１,０２１万２,０００円

を計上しております。 

 次に、１０款災害復旧費で１月の令和元年度補正予算第７号で、債務負担行為の追加を行いま

した平人地区の地滑り災害を含め、農地及び農業用施設等の令和元年災につきましては、今回、

過年災として計上しており、また公共土木施設等災害の単独分につきましても、令和元年度予算

から組み替えて計上するもので、合わせまして２億７,１５３万１,０００円としております。 

 以上が、歳出の主な内容でございます。 

 そのほか基金の状況見込については資料の７７ページに、地方債の状況に関する調書は

７８ページに記載のとおりでございます。 

 以上で、議案第２１号令和２年度壱岐市一般会計予算について説明を終わります。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

〔財政課長（松尾 勝則君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  眞鍋副市長。 

〔副市長兼保健環境部長事務取扱（眞鍋 陽晃君） 登壇〕 

○副市長兼保健環境部長事務取扱（眞鍋 陽晃君）  議案第２２号から２４号まで、続けて説明を

させていただきます。 

 議案第２２号、令和２年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算について、御説明を申し上げ

ます。 
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 令和２年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出

予算、第１条、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８億２,９４４万

４,０００円。診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,９３９万７,０００円

と定める。第２項については、記載のとおりでございます。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ最高

額は２億円と定める。 

 歳入歳出予算の流用、第３条については、記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 それでは、８ページ、９ページをお開き願います。歳入でございますが、１款１項１目一般被

保険者健康保険税は、６億１,８９５万５,０００円を計上いたしております。 

 １０ページ、１１ページをお開きください。４款１項１目保険給付費等の交付金につきまして

は、２７億９,４６９万円を計上いたしております。 

 ６款１項１目一般会計繰入金につきましては、法定分として、総額２億７,８７８万３,０００円

を計上いたしております。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。６款２項１目財政調整基金繰入金につきまして

は、県に納付する国民健康保険事業費納付金の増加等による歳入不足を補うため、１億３,２７１万

円を計上いたしております。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたします。２款１項１目一般被保険者療養給付費につきま

しては、２３億４,０００万円を計上いたしております。２目の退職被保険者療養給付費につき

ましては、１,５００万円を計上しております。 

 ２款１項１目一般被保険者高額療養費につきましては、３億５,４０２万９,０００円でござい

ます。 

 ２０ページ、２１ページをお開きください。２款４項１目出産育児一時金につきましては、

４２万円の３０人分の１,２６０万円。 

 ３款１項１目医療給付費は、７億１,３６２万９,０００円を計上いたしております。 

 ３款２項１目後期高齢者支援金として、２億８３０万円。３項１目介護納付金として、

８,６６３万１,０００円を計上いたしております。 

 次に、療養施設勘定について、御説明いたします。 

 ３６ページ、３７ページをお開きください。診療施設勘定の歳入につきましては、１款診療収

入として２,９７０万３,０００円。 

 ３款２項一般会計繰入金は、診療収入の減少に伴う歳入不足を補うため、１,９３１万

６,０００円を計上いたしております。 
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 ３８、３９ページをお開きください。歳出につきましては、１款１項総務管理費として、

４,８３９万７,０００円を計上いたしております。 

 以上で、議案第２２号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第２３号、令和２年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算について、御

説明を申し上げます。 

 令和２年度壱岐市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億５,１７７万７,０００円

と定める。２項につきましては、記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。歳入でございますが、１款１項後期高齢者医療保険料

につきましては、２億１,０９７万１,０００円。 

 ４款１項の一般会計繰入金は、一般事務費と広域連合に納める事務費と保険基盤安定分の繰入

金を合わせまして、１億３,９４３万６,０００円を計上いたしております。 

 続きまして、１２ページ、１３ページをお開き願います。歳出でございますが、１款１項総務

管理費は、事務的な経費を計上いたしております。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金といたしまして、３億４,７２３万６,０００円を計上

いたしております。 

 以上で、議案第２３号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第２４号、令和２年度壱岐市介護保険事業特別会計予算について、御説明を

申し上げます。 

 令和２年度壱岐市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７億

３,２１０万２,０００円。介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

４,５３７万８,０００円と定める。２項につきましては、記載のとおりでございます。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れ最

高額は２億円と定める。 

 歳出予算の流用、第３条につきましては、記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。歳入でございますが、１款１項１目第１号被保険者

保険料といたしまして、特別徴収、普通徴収、滞納繰越分を合わせまして、５億６,３１６万

５,０００円。 

 ３款１項１目国庫負担金につきましては、歳出の介護サービスに対応するもので、５億
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９,４０８万７,０００円を計上いたしております。 

 ３款２項国庫補助金の１目調整交付金は、３億５,１０５万３,０００円。２項３目の地域支援

事業費交付金につきましては、合わせて８,８８７万９,０００円を計上し、４目被保険者機能強

化推進交付金は、５００万円を計上いたしております。 

 ４款１項支払基金交付金につきましては、９億６,７５１万４,０００円を計上いたしておりま

す。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。７款１項一般会計繰入金につきましては、介護給

付費、介護予防事業費、包括任意事業費、事務費といたしまして、それぞれ一定のルールに基づ

いて繰り入れをしており、５億６,３７３万６,０００円を計上いたしております。２項基金繰入

金は、給付費準備基金から３,６６２万９,０００円を計上いたしております。 

 １４、１５ページをお願いいたします。２款１項介護サービス諸費については、３２億

５,９２０万円を計上いたしております。 

 ２款３項高額介護サービス費は、８,９８０万円を計上いたしております。 

 １６、１７ページをお願いいたします。３款１項介護予防生活支援サービス事業費については、

１億９,２４３万７,０００円を計上いたしております。 

 ３款２項１目一般介護予防事業費は、要介護にならないようにするための介護予防把握事業、

２次予防指導事業、介護予防普及及び啓発事業などの費用、３,８００万１,０００円を計上いた

しております。 

 １８、１９ページをお願いいたします。３款３項１目包括的支援事業・任意事業費は、１億

３５８万２,０００円を計上いたしております。 

 ３８、３９ページをお願いいたします。介護サービス事業勘定の歳入について、御説明いたし

ます。歳入については、１款１項予防給付収入は、要支援１、２と認定された方と総合事業利用

者の方へのサービスプラン作成についての居宅サービス計画費の収入といたしまして、３,２４２万

６,０００円を計上いたしております。 

 ４０ページ、４１ページをお願いいたします。歳出につきましては、１款１項総務管理費は、

事務的経費として２,３６６万円を計上いたしております。 

 ２款１項居宅介護支援事業費は、島外在住の対象者にかかるケアプラン作成業務委託料を計上

いたしております。 

 以上で、議案第２２号から２４号までの説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろ

しくお願いをいたします。 

〔副市長兼保健環境部長事務取扱（眞鍋 陽晃君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  永田建設部長。 
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〔建設部長（永田秀次郎君） 登壇〕 

○建設部長（永田秀次郎君）  議案第２５号、令和２年度壱岐市下水道事業特別会計予算について、

御説明申し上げます。 

 令和２年度壱岐市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億３,０８９万９,０００円

と定めます。２項及び第２条並びに第３条は、記載のとおりでございます。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は、３億円と定めます。第５条は記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 １０から１１ページをお願いいたします。２、歳入でございます。２款使用料及び手数料の

１目下水道使用料は、現年度分の公共下水道と漁業集落分の６,１８９万２,０００円を見込んで

おります。 

 ３款国庫支出金は公共下水道事業費補助金を、４款県支出金は漁業集落排水整備事業費補助金

等を計上しております。 

 ５款繰入金は、一般会計からの繰り入れ２億２,７７５万円を計上しております。 

 １２から１３ページには、８款市債として、公共下水道事業の分を計上しております。 

 １４から１５ページには、３、歳出として１款下水道事業費の１目一般管理費を、１６から

１７ページには、２目施設管理費として１２節委託料に施設管理業務費などを計上しております。

２項１目施設整備費の１４節工事請負費は、インフラ等整備工事費として、大谷地区及び志原地

区の管路敷設後の道路舗装本復旧工事などを計画しております。 

 １８から１９ページには、２款漁業集落排水整備事業費、１項１目一般管理費を掲載しており、

１８節負担金補助及び交付金として、下水道加入に伴います助成金などを、２目敷設管理費の

１２節委託料は、山崎、恵美須、芦辺の施設管理業務費などを計上しております。２項１目施設

整備費の１２節委託料は、施設の老朽度の調査を行い、機能保全計画書の策定業務費などを計上

しております。 

 ２５から３１ページは給与費明細書を、３２から３３ページは債務負担行為の限度額を記載し

ております。 

 議案第２５号に関する主要事業は、資料３の７３から７４ページに記載しております。あとも

って、御確認をお願いします。 

 以上で、議案第２５号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  久間総務部長。 
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〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  議案第２６号、令和２年度壱岐市三島航路事業特別会計予算につい

て、御説明を申し上げます。 

 令和２年度壱岐市の三島航路事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億２,０８８万９,０００円

と定める。２項は、記載のとおりでございます。 

 第２条、一時借入金の借入れの最高額は５,０００万円と定める。 

 本日の提出でございます。 

 予算の内容につきましては、歳入歳出予算事項別明細書により説明をいたします。 

 ８ページ及び９ページをお願いいたします。まず、収入について御説明いたします。 

 １款使用料及び手数料、１項使用料、１目船舶使用料については、１,５００万円を計上して

おります。平成３１年度と比較しますと、７１８万８,０００円減少しておりますが、これは国

境離島航路運賃軽減事業に伴う運賃低廉化による県及び市の負担金を、運賃収入同様に船舶使用

料として計上しておりましたが、今回、科目をそれぞれ別に負担金として設けたこと、また三島

地区における人口の減少等により、乗船運賃の減を見込んでおります。 

 次に、２款国庫支出金及び３款県支出金につきましては、国庫補助金は４,７５０万１,０００円。

県補助金は１,６６６万４,０００円を計上しております。国庫補助金のうち建設整備補助金

５００万円につきましては、現在のフェリー三島が建造から１７年が経過し、老朽化も進行して

おりますので、令和２年度に新船建造に係る調査事業を予定しております。その調査費用につい

ては、上限が５００万円となっておりますが、全額補助対象となります。なお、国庫補助金につ

きましては、標準的な事業費等を前提とした事前算定方式により内定した額であります。昨年度

と比較しますと、減額となります。一方、県補助金につきましては、国からの補助残をもとに算

定することになりますので、昨年度と比較しますと増額となる予定でございます。 

 ４款繰入金、一般会計からの繰入金は、国、県の補助残等と、ただいま御説明をいたしました

国境離島航路運賃軽減事業に伴う運賃低廉化による市の負担金分を計上しております。 

 １０ページ及び１１ページをお開き願います。歳出について、御説明いたします。１款運航費、

１項運航管理費、１目一般管理費につきましては、経常的な経費でありますが、船員関係につい

ては海事職員４人、会計年度任用職員３人の人件費を計上いたしております。 

 次に、１２ページ及び１３ページをお開き願います。２６節公課費７０万４,０００円につき

ましては、消費税納付金でございまして、簡易課税に基づくものでございます。２目業務管理費

につきましては、主に経常的な経費でありますが、１０節需用費の修繕料２,１５０万円につき

ましては、主に中間検査とドックにかかる修繕料でございます。また、１３節使用料及び賃借料
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につきましては、ドック検査時における臨時船の用船料でございます。２項建設整備費につきま

しては、歳入で申し上げましたとおり、新船建造に係る調査事業及び関係予算を計上しておりま

す。 

 １６ページから２３ページにかけましては、給与費明細書でございます。 

 以上で、議案第２６号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 登壇〕 

○農林水産部長（谷口  実君）  議案第２７号、令和２年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算に

ついて、御説明いたします。 

 令和２年度壱岐市の農業機械銀行特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８,３５７万４,０００円と

定める。第２項は、記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書の総括表、歳入の部でござ

います。歳入合計８,３５７万４,０００円。前年度と比較しますと、３,８７６万５,０００円の

減額となっております。減額の理由といたしましては、農業機械銀行特別会計で雇用いたしてお

ります機械オペレーター及び作業員について、令和２年度から地方公務員法及び地方自治法の一

部改正に伴い、任用要件が明確にされ、委託契約とすることが適当と認められることから、令和

２年度から新たに壱岐市農業機械銀行振興会を組織し、本振興会において雇用することといたし

ております。そのため、道路、公園等環境管理業務については、新たに組織する振興会が受託を

行うことから、受託事業収入の廃目により減額となったものでございます。 

 ６ページ、７ページには、歳出の部の事項別明細書を掲載いたしております。 

 次に、８ページ、９ページをお開き願います。歳入について御説明いたします。１款使用料及

び手数料、１項１目使用料６,８０９万７,０００円は、機械使用料の収入でございます。前年度

までの実績を考慮いたしまして、３５１万９,０００円を増額いたしております。 

 ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、これまで嘱託職員１名分の人件費の２分の１を一般

会計より繰り入れておりましたが、令和２年度より繰り入れは行わず、廃目といたしております。 

 ３款２項１目減価償却基金繰入金１,５４４万円は、トラクター及びトラクター作業用アタッ

チメント購入のための繰り入れを予定いたしております。 

 ５款諸収入、２項１目受託事業収入については、先ほど説明のとおり廃目といたしております。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。歳出でございますが、１款総務費、１項１目一般
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管理費８,３５２万３,０００円で、前年度と比較しますと３,８７６万５,０００円の減額となっ

ております。減額の理由といたしましては、先ほど説明のとおり、機械オペレーター及び作業員

の共済費及び賃金については、令和２年度から新たに組織する振興会において予算化を行うため

に減額といたしております。そのほか、トラクター及びトラクター作業用アタッチメントの備品

購入費として、１,５６５万８,０００円、振興会運営のための機械銀行負担金として２,５４３万

５,０００円を計上いたしております。 

 １４ページには、給与費明細書を掲載いたしております。 

 以上で、議案第２７号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  永田建設部長。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 登壇〕 

○建設部長（永田秀次郎君）  議案第２８号、令和２年度壱岐市水道事業会計予算について、御説

明申し上げます。 

 第１条、令和２年度壱岐市水道事業会計の予算は、次に定めるところによります。 

 第２条、業務の予定量は記載のとおりでございます。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。収入、第１款水道事業収益

は、８億３,４９６万９,０００円。支出、第１款水道事業費用は、８億２１５万４,０００円と

します。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定めます。２ページをお願いします。収

入、第１款資本的収入は、２億６,７８１万円。支出、第１款資本的支出は、３億４,８３３万

２,０００円とします。 

 第５条から第７条は、記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ４から７ページには、予算の実施計画書として収益的収入及び支出と、資本的収入及び支出を

記載しております。 

 ８ページには、業務活動によって実際に得られた収入から外部への支出を差し引いて、手元に

残る資金の流れをあらわすキャッシュフロー計算書を、１０から１３ページには、職員の給与費

明細書を記載しております。 

 １４ページには、債務負担に関する調書を記載しております。 

 １６から２３ページには、令和元年度末と令和２年度末の予定損益計算書と予定貸借対照表を

記載しております。 

 １７ページには、中期といたしまして、固定資産の減価償却の方法や引当金の計上方法などを
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記載しております。 

 ２４ページをお願いします。令和２年度の予算実施計画明細書の収益的収入及び支出の収入で

ございまして、１款水道事業収益、１項１目給水収益は、現年度分の水道料金として５億

４,５８８万６,０００円を見込んでおります。２項営業外収益は、一般会計繰入金１億

２,３９０万３,０００円、及び長期前受金戻入金１億５,７３９万円などを計上しております。 

 ２６ページをお願いします。支出でございまして、１款水道事業費用、１目原水及び浄水費は、

水質検査委託料２,４９７万４,０００円や、水道施設の電気料１億９８６万円などを計上してお

ります。２目排水及び給水費は、６節委託料に水道検針業務委託、漏水調査委託、水道施設運転

監視委託料等を、８節修繕費は、水道施設修繕費などを計上しております。 

 ２８ページには、４目減価償却費３億８,１８１万８,０００円などを記載しております。 

 ３０から３１ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。１款資本的収入です

が、１目他会計出資金２億３,３７１万円を計上しております。２項工事負担金は、道路改良工

事などに伴う水道管布設替負担金を計上しております。 

 ３１ページの１款資本的支出は、１項建設改良費に給配水管布設替工事及び基幹施設改良費と

して遠隔監視通信施設等を更新するための工事経費を計上しております。２項資産購入費は、量

水器や量水ボックスの購入費を、３款企業債償還金は２億４８６万６,０００円を計上しており、

これまでの建設改良等に伴う企業債償還金を計上しております。 

 以上で、議案第２８号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  これで、市長提出議案の説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（豊坂 敏文君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次の本会議は、３月４日、水曜日午前１０時から開きます。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後２時14分散会 

────────────────────────────── 


